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令和４年豊能町議会９月定例会議会議録（第２号） 
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こども未来部長  入江 太志 

 

本会議に職務のため出席した者は、次のとおりである。 

議会事務局長  浜本 正義      書 記  清水 義和 

書 記  田中 尚子 
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議 事 日 程 

令和４年９月６日（火）午前９時30分開議 

日程第 １ 一般質問 
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開議 午前９時30分 

 

○議長（管野英美子君） 

  皆様、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は11名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  順次発言を許します。 

  質問者は、質問者席に登壇して質問を行

ってください。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて50

分とします。 

  永並啓議員を指名いたします。 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  御指名いただきましたので一般質問をさ

せていただきたいと思います。多岐にわた

りますし質問事項も多いので、前段なくす

ぐに質問に入らせていただきます。 

  まず、防災対策についてお伺いしたいと

思います。 

  前回の議会で防災無線の聞こえないとい

う状況が現実にあると。そういった中で実

際、町長はいろいろと調査をされたという

ことをおっしゃっていましたけども、その

調査票を見ると57件のサンプルを得た。ほ

ぼほぼ、ほとんど調査されてないですよね。

何回か、数回かの試験放送をして、令和元

年５月15日に25件、12月４日に18件、２月

19日に14件の試験放送で57件のサンプル。

これで今のある防災行政無線の可否という

か、聞こえるか聞こえないかという調査を

した。これは調査とは言えない。やはり調

査するんであれば、この調査に書かれてあ

る御意見等もありますけど、こういったも

のを対応したりとか、引き続き継続的にす

るとか、そういった考えはなかったのかお

聞かせいただけますか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  おはようございます。 

  防災行政無線につきましては平成30年４

月より運用しておりますが、放送内容が聞

こえないとのお声もいただいております。

町内のスピーカーから大音量で音声放送を

行っておりますが、当日の天候やスピーカ

ーからの距離、あるいは障害物の有無など

に左右されるため、全ての世帯にクリアに

音声放送を届けることは大変困難でござい

ます。防災行政無線の聞こえ度調査につき

ましては令和元年度に行っております。そ

の際に声が聞こえるとか、おおよそ聞こえ

るもしくは聞き取れなかった、全く聞き取

れなかったというお声については認識をし

ております。聞こえ度調査については今後

も機会を設けて行う必要があると考えてお

ります。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  やはり毎年、あまり知られていませんけ

どこれ維持費に1,000万円かけてるんですよ

ね。毎年ですよ。それで聞こえないってい

ったらあまりにももったいないですよね。

財政難と言ってるわけですから。やはりあ

るんであれば少しでも聞こえるのが１軒の

世帯でも増やせるような、引き続き継続的

に、今回はここをちょっと変えてみたらこ

んだけ聞こえるようになったねとか、そう

いう取組っていうものが、やはり常に継続

的にしていくことが必要だと思うんですが、

町長そこら辺、1,000万円かかってるんです

よ、年間維持費が。そこら辺どうお考えで
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すか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  おはようございます。永並議員の御質問

に答えさせていただきたいと思います。 

  私も就任以来、防災行政無線聞き取れな

いというようなお声がございました。防災

行政無線、いわゆる防災に対する住民の皆

さんへの伝達、これに関しましては防災行

政無線だけでもなく、たんぽぽメールそれ

から広報誌も含めてありとあらゆる手段を

得られるいうような形になっております。

その一つということでございます。これま

での聞き取れないというところのものに対

して業者のほうもそれぞれの各子局の音量、

そして今は時定数を変えてまして、それぞ

れの子局のところで一斉に鳴るとそれが干

渉し合って聞こえないということでござい

ますので、こちらは豊能町ですというワン

フレーズが終わると別のところからこちら

はというような形の時定数も設けたり、そ

ういう形をさせていただいて、聞こえやす

くなってきてるということで認識をしてお

りますけれども、まだ全ての方々がよく聞

こえたというところまではいっていないと

いうところでございます。引き続き御指摘

のとおり調査並びに確認をさせていただき

たいと思います。非常に重要なものでござ

いますので有効に活用する、こういうこと

で考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  やはりこれでさらに雨が降ると、一番気

になるのは雨なんですよ。大雨が降ったと

きに避難所が開きましたとか避難してくだ

さいっていうのが土砂災害の危険地域も多

く含まれる豊能町においては非常に重要に

なってくるわけですね。そういった中で確

実に雨降るとほぼ聞こえないです。どう頑

張っても外からの音というのは。やはりそ

うなると戸別受信機というものを各戸に配

付していく必要がある。それはそんなに高

いものではないわけですよね。今回イエロ

ーゾーンという、土砂災害特別警戒区域の

イエローゾーンのとこまで拡大はされまし

たけど、やはりできれば全戸にそれを配付

していくような、毎年1,000万円のメンテナ

ンス費用をかけるんであれば数年で全戸に

戸別受信機配付できますよ。やはりそうい

った取組というものを、何が、いろいろな

手段があるのは分かります。でも何が一番

確実にといったら家の中に無線機があると

いうのが一番確実なんですよね。こっちか

ら積極的に災害情報を取りにいかなくても

相手から強制的に入ってくる。地震のとき

そうですよね。こっちが取りにいかなくて

もスマホとか携帯に、地震が起こりました

気をつけてくださいってメールが強制的に

入りますよね。そういったように行政側か

ら強制的に災害を認知していない住民の皆

さんに強制的に伝えるということが非常に

重要になってくるので、それで一番有効な

のはやはり戸別受信機になると思いますの

で、そこの普及についてはどうお考えです

か。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  戸別受信機につきましては所有台数に限

りがありますため、現在のところは優先し

て必要と考える避難行動要支援者であると

か土砂災害の危険区域、これはレッドゾー

ンから現在はイエローゾーンにも対象を拡

大しております。こういった地域に居住し
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ている世帯の方を対象としております。予

算等の兼ね合いがありまして、今現在はこ

ういう状況でございます。今後も予算の確

保等できる限りの貸与に努めてまいります。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  ぜひとも、戸別受信機しか、当然高齢の

方になればなるほどスマホも使わなかった

りネット環境もそんなに充実していない。

情報格差というものがどんどん出てくるん

ですね。それが一番深刻なのが大阪府下で

豊能町ですよね。高齢化率がナンバーワン

と言われてるわけですから。そうしたらナ

ンバーワンのところが率先していろいろな、

全ての人に情報を届けるという取組という

のを図っていく必要があると思うので、ぜ

ひ予算を確保して、こればっかりは命を守

るということですよね。何かあったときに

分かりませんでした、知りませんでしたじ

ゃ、しゃれにならないわけですよ。そうい

う危険が、最近の気象状況を見ると、今ま

で安全だったというところがちょっと変わ

ってきてるんですね。集中的に豪雨が降る、

そういった場合のその想定って多分されて

ないんですよ。そこら辺を考えるとやはり

その危険な情報を瞬時に住民の皆さんに伝

えるということが非常に重要になってくる

と思うので、ぜひとも前向きに予算の確保

をして戸別受信機の配付の拡大に取り組ん

でいただきたいと思います。 

  それでは、防災無線、雨のときは聞こえ

ないんですけど、晴れて外にいると聞こえ

るんですよ。これはもういろいろな人が言

ってます。外にいたら聞こえます。新光風

台であったんですけど、ポストにチェック

が入ってるんですね。何軒かの家の方は。

何かっていうと、空き巣であったり訪問販

売の方がネットワークぐるみで、ここは高

齢者ですよみたいなチェックを入れてるん

ですよ、恐らくね。そういったのを前、テ

レビでやってましたので。そういうチェッ

クが今までなかったのにちょっとしたマジ

ックとかでチェックが何軒かの方に入って

るんですよ。そういった方っていうのはや

はり空き巣のリスクは、やっぱりプロの目、

犯罪者の目から見てやっぱり高い、高くな

るわけですよね。いろいろな人が、ほかの

人が来たときにここはチェックが入ってる

から入りやすいんだな、独居の高齢者の方

が一人なんだなっていうことが外から見え

ちゃうわけですよね。そういった方に対し

ては多分防災無線で空き巣等に注意しまし

ょうとか、そういう訪問販売とかの方がチ

ェックを入れてる可能性がありますのでと

いうことを放送するだけで、その方たちは

どこかで昼間に来てこうやってやってるわ

けですよ、こそっと。そういった方に非常

に効果があると思うんですね。やっぱりそ

ういったお金をかけて使ってるわけですか

ら、災害だけじゃなくて犯罪に対しても、

犯罪もある意味災害ですよ。高齢者が多か

ったらやっぱりそういうのに巻き込まれる

可能性って非常に高いので、そういったこ

とにも活用していくということはどうお考

えですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  現在、防災行政無線の利用につきまして

は災害時のほかに国による全国一斉情報伝

達試験であるなど利用しております。また

自治会や自治防災組織などが自治会行事に

関することや防災訓練の際などにエリアを

指定して御利用いただいております。町と

いたしましては、例えば今年７月に実施い

たしました参議院議員選挙の際には防災行
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政無線による投票の呼びかけを行ったとこ

ろでございます。住民の方に対し広く迅速

に情報を伝える必要がある場合、今後も防

災行政無線の利用については検討していき

たいと考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  やはりもういろいろなイベントとかでど

んどん使っていかないといけないと思いま

すよ。あるんだから。もったいないですよ

ね。それにイベントの前だけじゃなくてこ

ういう犯罪抑止に関しては、定期的に放送

することで町全体が防犯に対して意識が高

いっていうことを犯罪者に認識させること

にもつながりますよね。警察と連携して情

報提供をしてもらって、今ある犯罪の多い

ところというものを、空き巣が多かったら

こういうのに注意してくださいとか、訪問

販売が多かったら注意してくださいとか、

そうしたら振り込め詐欺に行こうとした人

がちょっと防災無線の声を聞いてちょっと

踏みとどまるかもしれないし、受け子とか

が家の前まで取りにきてたらそれが防げる

かもしれない。いろいろなところで注意喚

起するのに防災無線っていうものは、外に

いるよくないことを考えている人には多分

効果はすごいあると思うんですよ。そうい

うのが鳴ってるって、ああいう人は見られ

てるというのをすごい嫌がりますからね。

そういったことから取組のほうを考えてい

ただきたいと思います。 

  あと自主防災会と行政の関係についてな

んですけど、今は各自治会に自主防災会組

織が作られてるわけですけど、去年かおと

としにちょっと民生委員の方が災害のとき

に自分の担当する高齢者の方を見にいって

亡くなられるっていうことがあったわけで

すね、不幸にも。その一件から、やはり自

主防災会等で何かの活動をした場合、それ

でけがをしたり亡くなられたら誰が責任を

取るのかっていうことがやはり自主防災会

の中で話に出るわけです。今の体勢のまま

だとそれは自治会長なんですよ。会長名で

全部いくんですよ。何かあったとき会長が、

ただの持ち回りでたまたま役をした自治会

長が被告になっちゃうんですね。あんたの

命令で行ってけがしたからっていうような

形で。なかなかこれは保険の適用にも入っ

てないんですね、こういった災害において

は。その命令の部分を自主防災会にいろい

ろと活動を行政のほうから降ろしてくるわ

けですよね。こういうことをしてほしいと

か。それであればその活動名、最終的な何

かあったときの責任は町長名にすることは

できないのか。こういう、町長の名のもと

にこういう活動をしてください、そういう

担保がないとなかなか活動って本当に広が

っていかない。全国で結構いろいろそこの

問題でとまってしまったんですね。そこら

辺はできないのか、ちょっとお考えをお聞

かせください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  災害対策基本法第２条の２第２号には、

「国、地方公共団体及びその他の公共機関

の適切な役割分担及び相互の連携協力を確

保するとともに、これと併せて、住民一人

一人が自ら行う防災活動及び自主防災組織

（住民の隣保協同の精神に基づく自発的な

防災組織をいう。）その他の地域における

多様な主体が自発的に行う防災活動を促進

すること。」と規定されています。自主防

災組織はこの規定に基づき、自分たちの地

域は自分で守るという自覚連帯感に基づき

自主的に結成する組織であり、それぞれの
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会則や防災計画などでその活動内容につい

て決められ、それに従い活動されていると

思います。例えば避難所の開設訓練である

ときとか、町からの協力依頼等はさせてい

ただいておりますが、有事の際に町から自

主防災組織に対して命令というものを出す

のではなく、あくまで地域の自主的な活動

であると認識しております。自主防災組織

のメンバーとなる各個人におかれましても、

まず御自身の安全を確保した上で要支援者

の手助け等、防災活動に対する御協力をお

願いしたいと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  多分それだと動けないんですよ。それで

今まできたんですよ。でもそういう民生委

員の方が亡くなられたっていうことがきっ

かけとなって、ここだけじゃないんです。

いろいろなところで活動、何できんのとい

ったら啓蒙しかできないんですよ。今、部

長がおっしゃられたように、要支援者どう

のこうのとか、言われてますよ。個別計画

を立てて避難計画を立ててください。絶対

無理ですよ。だって何かあったときにけが

させてしまったら誰が責任って、今だと住

民の自治会長が責任取るんですよ。さすが

に、業務はおろしてくるけど責任は取らな

いって言われたら誰も協力できないですよ

ね。そこを、いろいろなところで問題にな

ってるので、もしかしたら国会のほうでも

こういう問題は出てくる可能性は高いです。

でもそれを、豊能町においては積極的に取

り組んでみる、先進的な事例としてそうい

った最終的な権限を、責任を町長が取るっ

ていうようなことはできないかっていうこ

とを聞いてるので、もう一度そこの部分だ

け回答をお願いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  例えば、避難行動要支援者の避難行動支

援に関して申し上げますと、内閣府が作成

した避難行動要支援者の避難行動支援に対

する取組指針においては、個別避難計画は

よりよい避難を実現しようという趣旨のも

とでありまして、市町村や個別避難計画の

作成等の関係者に対して、計画に基づく避

難支援の結果について、法的な責任や義務

を負わせるものではないというふうに明記

をしております。先ほど申し上げましたよ

うに、自主防災組織の活動についてはあく

まで自らの御自身の安全を確保した上で要

支援者等の手助けをお願いしたいと考えて

おります。町として責任を取る、その行動

に対して責任を取るというのは、現時点で

は難しいのではないかと考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  じゃあもうおろさんほうがいいですよ。

自主防災会に、今、要支援者の名簿もおろ

してますよね。おろして、各それぞれの個

別計画を立ててくださいって。いや無理で

すよ。だってみんなただの一住民で、別に

防災士の資格を持ってたり救助の資格を持

ってるわけじゃないんですよ。住民のボラ

ンティアでやる。じゃあボランティアでや

りました。知らないからちょっとけがさせ

ていまいました。責任は問われないって言

われても気い悪いですよね、そんなの。そ

こで、おろすのはおろしてこういうことを

してください、できたらこんなこともして

くださいって言ってる割に、今、部長が答

弁されたように自己責任でって言われたら

何もできないですよ。多分、しばらくの間

啓蒙活動みたいな形になってしまうのかな
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っていうことが非常に残念では思うんです

けど、それを豊能町として独自に保険等で

何かカバーできないのか、そういったこと

を考えれないのかっていうことを、ぜひ検

討はしていただきたいなと思います。また

今度聞かせていただきます。 

  最後の防災についてなんですけど、先日

自衛隊のほうに行ってきました。ここの災

害が発生したときに飛んできてくださるの

が伊丹の駐屯地の、それでいろいろお話を

聞いた上で、やはり我々、新光風台でも何

回かイベントの中で啓蒙活動はさせていた

だきました。やはり消防の方にも来てもら

って、消防車に来てもらうと子どもたちと

かにぎわうんですね。そういったときに実

際に救助してくださってる自衛隊の方が、

あの服装で自衛隊の車両が来てくれるとや

っぱり安心はするはずなんですよ。そうい

ったことで豊能町としても防災フェアの実

施を取り組んで、自衛隊と協力してですよ、

いろいろ取り組んでみてはどうかという提

案なんですけど、いかがですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  防災に関する意識の向上、啓発という意

味では防災フェアは有効な手段の一つであ

ると考えます。しかし例えば自衛隊と協同

するとはいえ、なかなか本町単独で開催す

るというのは、人的・予算的な負担を考え

た場合現状では難しいと考えています。豊

能地区の３市２町で合同防災訓練を行って

おります。現状では新型コロナウイルスの

感染拡大のため図上訓練など一般の方には

公開となっていませんが、今後その３市２

町の合同防災訓練の中で協力して実施する

など、自衛隊その他消防、警察と協議の上、

啓発の機会を探っていきたいと考えており

ます。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  自衛隊の方と話しましたか。勝手に想像

して金額出してません。一度でも話されま

した。ちょっとお答えください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  防災フェアの開催について自衛隊の方と

協議したことは現時点ではございません。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  やはりお金がかかるとか人的なというの

は、協議をして、じゃあ具体的に向こうか

らこれくらいかかりますよって言われたら

それ言っていいと思うんですよ。でもそれ

分からないのに何か何となくかかりそうだ、

何となく職員こんだけ要りそうだというの

はちょっとあまりにも先に否定ありきのよ

うな感じになるんですよね。実際話してみ

ると向こうの方もやっぱり知ってもらいた

いんですよ、自衛隊の方も。こういう活動

してますということを。行ったら毎日のよ

うに訓練してますから。そういった中で、

多分ほとんどこちら側のサポートってそん

なに必要ない。でもあまりにも誰もいなか

ったら寂しいので職員とか議員とか関係者

の方は見にきてくださいというような協力

はあるかもしれないけど、積極的にこうい

う協力をしてくださいというようなことは

ないと思うんですよ、費用の面から見ても

ね。そういったこともあるので一度確認し

てもらいたい。それでその費用のあれによ

って、やはり防災というのは今これからの

日本、災害が増えてる日本においては防災



 

 2－9 

の意識を向上させるということは一つ大き

な重要な目的だと思うんですよね。その中

で豊能町、特に防災に関する啓発、今して

ないですよね。そういったものの一つとし

て防災フェアというものを９月ぐらいに防

災の日に合わせて継続的にやっていくこと

で住民全体の防災意識というものを高める

ことができると思うので、そこら辺をぜひ

とも検討していただきたいと思いますがい

かがですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  そういった点も含めまして一度自衛隊の

ほうには確認をしたいと考えております。

よろしくお願いします。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  次、交通対策で、６月議会で自治会カー

シェアリングが一応実現可能だということ

にはなったんですけど、やはり仙波部長言

われるように、コミュニティカーシェアリ

ングの団体というものはありますがなかな

か各自治会、豊能町にある新興住宅街とか

にある1,000とかいう規模の単位でのカーシ

ェアリングはなかなか行われていない。ど

ちらかというと10名20名単位で運用してる

というところが多いわけなんですね。それ

を自治会単位でということになると多分取

組としては初になるかなと思うんですよ。

そういった取組の一つとしてカーシェアリ

ングを普及していったらと思うんですが、

やはりハードルとなるのが初期投資、車の

投資であったりとか。マニュアル作りとか

そういったところがやはり毎年交代する自

治会任せ、自治会の方にお願いしていくと

なかなか進まないのかなと。そこでそうい

った意味で行政も積極的に新しい交通網の

一つとして重要というふうに答弁をされて

ますので、そこら辺のサポートをしながら

普及させていくというお考えはございませ

んか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  自治会カーシェアリングにつきましては、

地域の課題を地域で解決するというところ

で、基本的に近隣の方々で車を活用し合う

地域による活動であります。補助金等の支

給につきましては現在のところは考えてお

りません。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  分かるんですよ。地域の方で地域で。僕

はもう前から言ってるように、民間委託と

かではなくて住民委託、住民の中でお金出

せないんであれば労力という形でサポート

して自分たちのサービスを、住みやすい町

を作っていくということは基本で非常に重

要なことなんですけども、それを促すよう

な旗振りというものはやはり住民では難し

いんですよね。それに選任して取り組んで

いかないといけないので。だから将来的に

は多分行政のサイドのコストも非常にかか

らなくなるはずなんですよ。そこで本当に

住民の皆さんが自分たちでサービスを行っ

ていけるっていうような土壌ができてくる

と、いろいろなことで、今までは何があっ

てもすぐ行政は何してんねん、行政の方、

行政って、すぐ行政に言われてきたわけで

すよね。それで今、部長がおっしゃられる

ように、その言葉を実現するためには言っ

てるだけでは実現しないんですよ。その一

つとしてこの自治会カーシェアリングは最
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初の初期投資とそれだけをしてしまえば運

用は住民さんがするんですね。運転手であ

ったりボランティアで。そういった自治会

の中で独立して住民の中でサービスを維持

していくということにつながると思うので、

でもただ言うだけじゃできないんですよ、

やっぱり。その一つとして将来的なことを

考えてこういう問題を提起しているので、

補助金のほうを一度検討されてどうかとい

うことなんですけどいかがですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  先ほど申し上げましたように、コミュニ

ティカーシェアリングは地域で車をシェア

し地域を元気にするという、地域の課題を

地域の力で解決しようという試みです。こ

の仕組み自体は簡単なものです。しかしこ

れを継続的に維持しようとすると様々な課

題があり、なかなか簡単に実施できるもの

ではないというふうに考えております。高

齢化が進む豊能町におきましては地域の移

動手段というのは今後の課題になると考え

ております。コミュニティカーシェアリン

グというのも一つの解決手段になるとは考

えておりますが、それを実現するためには

これまで以上に地域の強い思いがやっぱり

必要になると考えております。コミュニテ

ィカーシェアリング実現のためにはまず補

助金ありきではなくって、まず地域の強い

思いが必要ではないかというふうに考えて

おります。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  その地域の思いを先んじて受け止めて発

信していくのが行政だと思いますよ。言わ

れてから動く、今までずっとそうやったん

です。何か起こってからする。何か、どこ

か壊れてるから直す。指摘されてやってる

んです、行政って、いつも。じゃなくて先

に将来はこうなるからこういったところを

取り組んでいきましょうよと。今までは

我々に言ってましたけど、こんな財政難に

なってますし高齢化も進んでいるので今ま

でのように言われても対応できませんとい

うふうにいきなり言わないといけなくなる

わけですよね。そういうことが予想される

から事前にこういった取組をしていきまし

ょうって。やはり行政のほうがそれを積極

的に働きかけていかなければ、地域の熱い

思いからじゃないですよ。行政がそういう

のを見越してそれが将来像のまちづくりを

するのは行政ですからね、メインは。行政

が枠組みを作って、それに住民に協力をし

てもらうというのが僕は基本だと考えてい

るので、そこに関してはもっと積極的に、

地域から上がってきたらする、上がってき

たらするって、上がってきたらって、それ

やったら進まないですよ。ぜひともそこら

辺はもうちょっと行政として豊能町という

町を将来どのように全ての世代が楽しく過

ごせる町にしていくか、その中の交通問題

というものを考えたときにやはり一つでは

駄目なんですよね。いろいろ考えておられ

るようですけども、やはり複数の選択が必

要だと思うんで、ぜひともそういった取組

というものを理念に基づいて進めていただ

きたい。突発的にスマートなんたらに飛び

つくんではなくて、やはり根本的な信念と

いうのが一本筋が通らないといけないんで

すね。そこら辺は積極的に考えていただき

たいと思います。 

  では次に町政全般に入ります。まずごみ

減量化なんですけど、この対策、塩川町長、

有料化もしないって言う割に減量化の方法

も特に示されないんですよね。これ「森の
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泉」、１市３町の施設から出されている広

報誌なんですけど、これ何年前からずっと

生ごみの水絞りでごみの減量をって同じこ

としかしてないんですよね。ここの言って

ることって。多分、五、六年前、もっと前

かな、ずっと同じことを言ってるんですよ。

これでどんどん減ってるってなればいいで

すよ。多分どっかでもう止まってるはずな

んですよ、減量のスピードって、これを言

ってからね。そうしたら何かの取組をしな

いといけないと思いますよ。そこの取組が

ないのに減量化とかと言ったって何も進ま

ないですって。もうやることやり尽くして

ますから。だから以前も言いましたけど、

日下町長のときは生ごみ処理機を購入して

もらいましたよね。そういった中で生ごみ

処理機を買うことで減量化が進む、これも

一つの方法だと思います。じゃあ塩川町長

は何か、何を仕掛けをするかということを

お聞きしたいんですよ。何かございますか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今現在、私がしているというのはごみ減

量化のＰＲ、第二次ごみ減量化推進会議の

中でもありましたとおり、今現在それぞれ

の御家庭から出てくる可燃ごみ、これを

2023年までの期間において750グラムまで下

げていくというような目標の中でお願いを

している部分は生ごみの一絞り、もう一度

最後に絞ってくださいという形で大さじ２

杯分、30グラムを低減をするとそういう形

になるという形で生ごみに関してはこれ。

それから資源ごみという部分に関してはリ

サイクル率を50％までということで、紙並

びにペットボトル等々、それらを分別をし

て下げていくという形の啓蒙をこれまでと

同時に続けております。今現在というのは

コロナがありましたので少し停滞をしてい

るというところでございまして、大幅に、

大幅といいますか下がっているという状態

ではなくて戻ってきてるというような状態

も見受けられます。ただ、このコロナの状

態ですのでこれが正しい姿かどうか分かり

ませんけれども、停滞してるのは事実でご

ざいますので、さらなる啓蒙活動をしてい

きたいというように存じます。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  いや、だからお願いだけじゃ難しいと言

ってる。これがじゃあ今年新しく始めた取

組ですよといったら、こういう減量化の方

法もあるんだよねっていって住民の皆さん

は聞き入れて、じゃあやってみようかなっ

てなるわけですよね。これもう何年やって

ますか。それだけやったら、やってる人は

もうやってるんです。どこかで確実にもう

止まってるはずなんです。やらない人はや

らないんです。そうしたらその結果を見て、

お願い、お願いじゃなくて何か仕掛けてい

かないと。これで変わらないって。何か言

い訳、当然コロナやから増えてるっていう

のはありますけど、その間何もしてないじ

ゃないですか。何かの会議でお願いします

じゃなくて、こういう取組を、ほかの自治

体がやってるような取組をして減量化にこ

ういうふうにします、こういうことをして

みます。やった結果こうでしたというもの

を日々していかないと。ずっと同じことや

ってたら変わらないですよ。一個やってそ

の期間って短い、１年もないですよ。１年

ぐらいでもうその賞味期限って切れちゃう

んですよ。その効果、ＰＲの効果ってね。

１年もかからないかな。ある程度したら次

のところに切り替えないと。そういった取

組というのが全く見受けられないので、ぜ
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ひともそこの仕掛けというものは非常に重

要になってくるんでよろしくお願いします。 

  続きましてマイナンバーカードの普及率

についてお聞かせいただけますか。住民の

皆さんと職員の皆さんについてです。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  おはようございます。 

  豊能町の住民の方のマイナンバーカード

の交付率ということですけども、７月31日

現在になりますが51.9％となっております。

大阪府内では３番目という数字になってお

ります。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  同じく令和４年の７月末現在で正職員の

普及率は50.6％となっております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  職員の五十点何％を聞いて町長何も感じ

ませんか。何か感じたら教えてください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  私の感じるところ、住民の皆さんよりも

少ないということでございます。私どもの

庁内の掲示板の中に職員の皆さんのマイナ

ンバーカード、これの申込みをするように

常に促しているところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  やっぱりその意識改革って、それをする

のが僕は町長の役割だと思いますよ。だっ

て今まで既存の同じ環境の中にいたらそれ

が当然と思いますから、それができないん

ですよね。別に50％でも違和感を覚えない

です。それはおかしいよねって、少ないよ

ねって思って言うのは外部からくる町長で

あり我々議員が指摘して改善していくこと

しかできないんです。大体普通に考えて、

マイナンバーカードを広めたい、いろいろ

なものに、保険証にも使ってもらいたい、

いろいろなところに使ってもらいたいって

言ってる側の人が２分の１、２人に１人持

ってない。もうおかしいですよ。普通に考

えて例えばトヨタの社員はトヨタの車乗り

ます。自分の車がいいというのを見せるた

めに。大体自社のところを愛してるんです

よ、自社の商品を。自分たちのそこに勤め

ている人がそのものを愛さなくてそれを他

人になんて絶対勧めれませんよ。マイナン

バーカードは国がやってる、公務員さんが

主導でやってるわけですよね。こういった

サービスをしたらもっと便利になりますよ

とか。その言ってる側の人たちが住民の皆

さんより普及率が低い。じゃあこんなん入

っていいのか本当に便利になるのかってい

うふうに思っちゃいますよね。その意識改

革をさせるというのは町長しかできないん

ですよ。その啓蒙活動の増えていない現状

を捉まえてどういうふうに、職員の方に、

じゃあ６割に、就任時は５割でしたけども

意識改革をすることで６割になりました、

７割になりました。これそんな難しいこと

じゃないはずなんですよ。別にお金かかる

わけじゃなくて、こういうことだからお願

いしますって職員が申し込んだらそれで終

わりなんですからね。それはそういう取組

は何かされたのかちょっとお聞かせくださ

い。 

○議長（管野英美子君） 
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  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  先ほども申し上げておるとおり、職員へ

マイナンバーカードの取得、これは促して

おります。その意識改革、議員さんがおっ

しゃられるような意識改革もしていかない

といけないと思っております。一方で町村

長会のほうの中ですけれども、国のほうに

対して今現在、一般の方々でも51.9という

ところで、それをどんどんと市町村のほう

に拡大をしろと、こういうふうにおっしゃ

られておりますけれども、マイナンバーカ

ードのいわゆる利用、そのメリットという

のをもっと国としてもＰＲをいただきたい

ということで併せてお願いをしております。

利用の形態が想像つけばこの便利性という

ところは分かっていただけると思いますの

で、その両輪で進めてまいりたいと思いま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  意識改革ってなかなかすぐに効果出るも

んじゃないんですよ。これまでの町長もい

ろいろなところに張り紙をした町長もいま

したよ。そういった形でいろいろと積極的

に変えていかなければ、すぐに、言いまし

た、だから増えましたということにはなら

ない。でも塩川体制の４年間で実際に住民

の皆さんより普及率が低いという現実なん

ですよね。やはり職員は７割持ってますよ

と、７割持っているからもっと便利だから

使ってくださいというふうに広めるなら理

解できるんです。職員も持ってないものを

何でせないかんねんという発想になっちゃ

うじゃないですか。やはりこれは100％を目

指してぜひとも取り組んでいただきたい。 

  やはり僕、町長の仕事に対する姿勢とい

うものはちょっと疑問に思うんですよね。

というのが、これはこのままダイオキシン

問題のほうに入っていくんですけど、先日

お聞きした中では余野のほうに１回しか行

ってないというところがあったのをお聞き

したんですけど、これは事実なのかまずお

聞かせください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  町長が余野の方とお会いになったのは１

回というとの、１回が事実なのかどうかと

いう御質問ですけれども、なかなかお会い

できないというような状況もありまして、

実際に町長がお会いになられたのは４月以

降では１回です。もちろん事務局サイドで

は組合の事務局長等がもう何十回というふ

うに地元の方とは面会しております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  別に事務局が段取りしなくても町長は町

長という立場があるんだから行ったらいい

じゃないですか。いなかったら、ああすい

ませんって名刺だけ入れてきて帰ったらい

いじゃないですか。何回も行くことで、多

分部長の方たちではもう膠着状態に入って

るんですよね。話合いが進まないんですよ

ね。そういったときに誰がするかって、そ

うしたらその上の人が行かないと。町長が

行ってお願いをしていかないと。職員の方

は法的な問題とか決まったことを整理して

いくのは職員の役割かと思いますけど、そ

の足掛かりをつけてくるというのはやはり

トップでしかできないと思うんですね。何

で行かないんですか。それをお聞かせくだ

さい、まず。 

○議長（管野英美子君） 
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  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  なぜ行かないのかということでございま

すけれども、私が就任した31年、ここから

は今現在のコンクリート固化されてる廃棄

物の処理、これに関して余野の方々と会議

を開きながら、そして最終的には町内会ご

とを回らせていただいて、令和２年の10月

31日に説明会をさせていただいた。このと

きから意見の相違または御理解をいただく

ために機会を設けて幹事会の中にも参加を

させていただいておりました。今年度とい

うところでございますけれども、幹事会自

身が中止になったり、それから議題がない

ということで、その中にお邪魔するといい

ますか、議題がないので中止をされたとい

うところもございます。我々としては今、

豊能町、余野の会長・副会長、その方々と

定期的にお話をしてるというところでござ

います。確かにこの４月以降でいくと私は

１回しかお目にかかっていないというとこ

ろは事実でございます。ただ、会話をして

御理解をいただくというような形の活動は

しっかりと進めていきたいというように思

っております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  別に、正式に会合を開きますって自治会

の方を集めてくださいっていうのじゃなく

ていいんですよ。ちょっとした世間話をす

るとかそういったことで何回も顔を出す。

大体よくそういう話は聞きますよね。ディ

ズニーランドの作ったところだってほとん

ど毎日のように地元の人とお酒酌み交わし

て話してた。それが基盤になってるんです

よ。それで地元の方たちは徐々に和んでい

って理解してくれた。最初あんなとこに遊

園地作るなんて意味不明ですからね。それ

が今やこういう状況になってるわけですね。

やはり最初からこうしたいんだって理路整

然とこういうふうに進めるんではなくて、

最初はそこといろいろな話をして向こうの

悩みを聞きながらそういう取組というもの

をしていく。それで膠着状態になった、な

ればこそトップが自らいって話をしていく

ということが非常に重要になると思います。

当時発生したときはもう日下町長なんかも

ほぼほぼ毎日行ってたような、それで能勢

のほうから返してもらえないかもしれない

からみたいなこと、そういう切羽詰まった

状態で行ってるわけですね。そのときのダ

イオキシンってどういう扱いやったかとい

うと、放射能の次に危ないような、そうい

うような物質やったわけですよ。今どうで

すか。無害化されてるんですよね。有害な

ものを置いてるわけじゃないんですよね。

そういった状況ですよ。そうしたら、僕は

何で話合いに進まないのか本当分からない

んですよ。もう何なら僕、土地あったら僕

んとこに埋めたいぐらい。だって汚染され

てないんだもん。無害化されてるんだもん。

神戸から持って帰ってきたとき本当にダイ

オキシンで我々から出たものかどうかも定

かじゃないのに。それぐらいのレベルにな

ってるんですよ。それで維新の方が我々で

解決しますって、それはみんな怒りますよ。

だってしんどいところみんな整理してくれ

て、最後サッカーゴールの前にキーパーい

ないのにボールだけ置かれてるんです。そ

れ蹴るだけなんです。それ蹴らないって言

ったらもう意味不明なんです。やはりもう

ちょっと、本当に解決したいんだったらも

っとまめに会っていろいろな取組、ただ世

間話でもいいから会ってということを地域

住民の方としていく。余野とかいろいろな

地域ありますよ。そういったとこにも声を、
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話をしていく。町長の役割ってそういうこ

とだと思うんですけど、そういうふうに汗

をかいて動くという取組、塩川町長の町長

としての方針に反することなんですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  お答えさせていただきます。 

  私の方針に反するのかということですけ

れども、私は町政懇談会も含めて住民の皆

さんと会議をもったり、それから立ち話も

含めて、そして地域行事があればそこの中

にもお邪魔をさせていただきながらコミュ

ニケーションをとってるところでございま

す。このダイオキシンというところにつき

ましては、一番最初こちらのほうに一般の

廃棄物という形で飛灰、そういうものが運

び込まれたときは、確かにおっしゃるよう

に８万2,000ナノグラムということで非常に

大きなものでございました。したがってそ

のときに余野の方々へもお知らせをさせて

いただいたというように聞いておりますけ

れども、そのときは本当に意思形成といい

ますか、住民合意というのが得られずに賛

否両論があったというところで、今、永並

議員がおっしゃられるように、今は３ナノ

から18ナノグラムまで含めて無害化にとい

うか、コンクリート固化をされて、そのま

までも埋め立ててもいい内容でございます

ので、それを今現在、６年間保管をさせて

いただいて、空気中の飛散であるとか形質

の変更であるとか、そういうものはないと

いう状態でございます。したがってそれを

さらなる屋上屋を架けた状態で遮断型のも

のを作り、その中に町の責任として後世に

引き継いでいく、そういう施設をしっかり

と作るという形の方針の中で地元の方々と

お話をさせていただいているというところ

です。お話というところで、会議というと

ころではなくて、それ以外にもたくさんの

お話をさせていただいているのも事実でご

ざいますので、どうぞ御理解いただければ

と思います。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  やはりもうちょっと質問に的を射て、別

に処理方法とかいろいろ聞いてないんです

よ。町長の方針に反しますかというのを聞

いてるのは、行かないことが、いろいろな

会議に出席するのは分かりますよ、案内き

ますし。町政懇談会だって町長が始めたこ

とじゃなくて池田町長が始めたことですよ

ね。それに引き続いてやっておられるだけ

ですよね。それをずっとしてこられてる中

で、そういうちゃんとした正式のじゃなく

て、個々にただ行く。何かよく分からない

けど取りあえず顔を見せる。それで名刺を

入れてくる。また来たんか、また来たんか、

しつこいな。そっからですよ、交渉って。

いろいろな人、豊能町に結構すごい人いっ

ぱいいますからね。経営者をされてきた方

とか。何かそういう方から話を聞くとそう

いう話ばっかり出てきますよ。こんなこと

してんのかというような、トップがね。そ

ういった取組というものを、やはり膠着状

態に入ったときだからこそ町長自らがそう

いうような打開するために動いていくとい

うことがトップの資質として非常に重要に

なると思うので、これから残り少ない任期

かもしれないですけど、積極的に地元の住

民の皆さんと会話をしていっていただきた

いということを申し上げて私の質問を終わ

りたいと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  以上で、永並啓議員の一般質問を終わり

ます。 
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  議場換気のため、暫時休憩いたします。

再開は、午前10時30分といたします。 

（午前10時20分 休憩） 

（午前10時30分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、永谷幸弘議員を指名いたします。 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  皆様、おはようございます。 

  議長より御指名いただきましたので、７

番、公明党、永谷幸弘の一般質問を通告の

とおりさせていただきます。 

  理事者側におかれましては、町民の暮ら

しの向上や安心・安全なまちづくりのため

積極的な、具体的な答弁をよろしくお願い

申し上げます。 

  早速ですけれども、まず通告書１点目の

町道の安全対策について質問をいたします。 

  町道につきましても町内たくさんあるん

ですけれども、特に私が感じたところでご

ざいますけれども、町道吉川中央線のとき

わ台４丁目と５丁目の交差点、これは具体

的に申しますと池田泉州銀行ときわ台支店

からときわ台駅へ下る道路、これが町道吉

川中央線でございます。それと過去にリレ

ー便、現在ではデマンドタクシーが走って

おります南北道路、これは町道ときわ台中

央線と申しますけれども、この二つの道路

が交差する交差点で過去、毎年のように交

通事故が発生しております。幸いなことに

人身事故はゼロと聞いております。まず道

路管理者として現在までどのような対策を

とってきたのか、この点についてお伺いい

たします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  おはようございます。それではお答えい

たします。 

  当該交差点におきまして交通事故が発生

しているということは本町においても承知

しております。事故の詳細についてまでは

分かりませんが、豊能警察署に確認すると、

先ほど議員からもお話があったとおり物損

事故で運転手が一時停止を怠ったケースが

少なくないということで聞いております。

御質問のときわ台４丁目と５丁目の交差点

について現地を見ますと、先ほども議員の

ほうからありましたとおり、町道吉川中央

線と南北の町道ときわ台中央線が交わる場

所なんですが、メインは吉川中央線、優先

道路となっておりまして、ですのでときわ

台中央線の方に止まれの標識と路面標示の

止まれ、どちらも警察が設置したものです

が、そちらがあるというところです。ただ、

しかしながらときわ台中央線のほうを車で

走行しますと道路が一直線に延びておりま

して、遠方を見渡せるということで、幅も

広いというところもありまして、運転手の

注意力が散漫となり一時停止のその標識等

を見落とす可能性があるのではないかと推

測しております。ということで道路管理者

としてはこれまで豊能警察署へ伺いまして、

公安委員会のほうでその標識が目視しやす

いオーバーハング形式の標識、こういうも

ので、ちょっと写真で言いますと、これ東

ときわ台小学校の真ん前にあるようなこう

いう形のものですね。ときわ台４丁目のや

つはもう真っすぐのポールなんですが。 

○議長（管野英美子君） 

  すみません、言葉で示してください。議

事録に残りますので。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  道路上に被ってるような、ときわ台４丁

目のほうは真っすぐな止まれと書いたポー

ルの標識になっているんですが、東ときわ
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台小学校の真ん前の道路についてはちょっ

と道路にかぶさったような形の、道路にか

ぶさったような形で止まれという標示があ

って見やすい標示となっておりますので、

そういったものに変更できないかというと

ころでこれまでもお願いしておるというと

ころなんですが、今のところ実現してない

というのが現状でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  そのオーバーハング方式の止まれの標識

なんですけど、町内に何個かあると思うん

ですけども、そこに設置した場合、過去に

交通事故そこにあったかどうか分かりませ

んけれども、かなり抑止力というか、そう

いうことについてはっきりと減少といいま

すか、結果が出てるんでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  その交通事故の件数については警察さん

のほうから教えていただけるんですが、

個々の路線ごとに事故があったという、そ

ういった件数、細かな件数については詳細

までは教えていただけませんので、全体的

にどこが事故があったとかそういったもの

はちょっと分かりづらいところであるんで

すが、直線のポールよりはそのオーバーハ

ングをしてるほうの標識のほうが見やすい

というか、止まれという標示が見えますの

で抑止力に役立ってるのではないかと考え

ております。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  なかなか、件数といいますか、「とよの」

広報の中ですかね。中に毎月の交通の人身

事故、対物の件数載っておりますけども、

なかなか警察は詳しいところまで教えてく

れない現状というのは私も知ってます。こ

のところも過去何年間、対人、対物事故で

すね。交通事故あったということは薄々あ

る方から聞いたんですけれども、そういう

ことで町内でも事故は当然起きてるんです

ね。特にこの場所は私も昨年の９月の選挙、

町会議員選挙の前ぐらいで町内ずっと回っ

ているときにちょっと呼び止められまして、

当然その地域の方なんですけど、頻繁に交

通事故が起こるので何とかしてほしいとい

うことで、その点から、日にちは１年かか

っておりますけれども、何とかせんとあか

んなということで今回の９月定例会議で一

般質問で出させていただきました。詳しい

状況、担当部長からお話をいただきまして、

警察となかなか公安委員会の、なかなか一

筋縄ではいかないというか難しいところは

知っておりますけれども、詳しい状況は分

かりました。この問題に対するいろいろな

先ほどの答弁もございましたけれども、

我々もいろいろな情報、公明新聞等で全国

津々浦々、当然豊能町なような判例もござ

いまして、新聞でもってこのような対策を

したということで事例もございました。そ

ういうことで私が対策案で言いたいのは、

今後カラー舗装ですね。今交差点になって

ますので全く一緒の舗装路ですので、カラ

ー舗装などで識別できる安全対策をやれば

どうかなという一つの全国的な事例もある

んですけども、この点についてどうお考え

ですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 
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  当該交差点については何らかの安全対策

が必要であるということで考えておりまし

て、今後も公安委員会、警察のほうに引き

続き要望してまいりたいと考えております。

あと道路管理者としてできる対策として、

先ほど議員のほうからカラー舗装はどうか

ということでの御質問ですが、運転手の視

覚に訴えるという効果があるという点では

かなり有効かなと考えております。そのほ

か、交差点の手前で路面標示で車道部を狭

く見せるとかですね。これはちょっと費用

かかってしまうんですが、その交差点の手

前でハンプというか凹凸をつけるものを設

置するとか、今回のバス通りではちょっと

使えないんですが、交差点の手前で完全に

車の速度を落とさせる狭隘部というか、ラ

バーポールを入れてもう完全に狭くすると

いうような、そういった手法もございます。

ただ、費用面とか交通安全の観点から、警

察署、公安委員会のほうと協議して段階的

に進めていかなければいけないと考えてお

りますので、まずは協議してからですけど

も路面標示から行っていけたらと考えてお

ります。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。早期の対応をよ

ろしくお願い申し上げます。 

  次に、平成29年３月の一般質問で町道吉

川中央線の一部、ときわ台４丁目１から２

にわたってですけれども、この場所はとき

わ台駅から池田泉州銀行のほうに上がって

いくんですが、ときわ台駅からときわ大橋

を渡って突き当たりを90度右折してます。

それをずっと行って左折するまでのこの間

なんですね。そこで関電柱が左側に５本設

置されておりまして、私も何回も通るんで

すけど大変通りにくいというか危ないとい

うのがございます。そのときに移設等の提

案をしました。当時の担当部長からは、当

時ですから来年の予算で現在お願いしてお

りますときわ台地内吉川中央線道路改良事

業の中で、能勢電鉄のときわ台駅までの町

道につきまして、縦横断線形の基本検討を

することとしておりますとの答弁を当時い

ただきました。その後平成30年３月の一般

質問におきましては、能勢電鉄ときわ台駅

までの町道について縦横断線形の基本検討

をするとの答弁をいただきましたので、そ

の後の結果について伺いました。当時の担

当部長からは、お尋ねの吉川中央線の道路

改良基本検討業務は、これ実は３月末に改

良するわけですけれども、中間の報告をい

ただいておりまして、その中では、御指摘

の電柱につきましては支障になるというよ

うな報告を受けておりますと。これがバス

が通行可能なものとなるように道路の線形

の検討を行ったときにはやはり支障になる

ということでございまして、今後、来年度

予算、平成31年の中でお願いしていますと。

吉川中央線の測量と実施設計業務におきま

して移設場所を含めました協議を関係機関

と行っていきたいというふうに考えていま

すと。そして次の年度、つまり平成31年度

以降に工事に着手していきたいと考えてい

ますとの答弁を当時いただいております。

しかしながら現状いまだ施工されておりま

せん。そこでこれまでの経緯についてお尋

ねいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  平成30年度に、議員のお話もあったとお

り、ときわ台の駅まで、池田泉州銀行から

ときわ台の駅に下りていく道に大型バスの
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走行に配慮した道路改良、線形を改良する

ということで当時詳細設計に入っておりま

した。当時私、当時の担当課長ということ

でそれに携わっておりました。その詳細設

計の中では吉川中央線、池田泉州銀行から

ときわ台に下りていく路線の下り側のほう

に歩道があります。それを、それの左側の

ほうが緑地になっておりまして、それを緑

地側のほうまで広げて拡幅するといったよ

うな形で線形改良するということで進めて

おりました。その際、電柱については拡幅

した側のほうの緑地側のほうに移設すると

いうことで検討を開始しておりまして、当

時、平成30年度ですが、道路占用者のＮＴ

Ｔとか関電さん、関電柱ですけどそこにＮ

ＴＴさんとかケイオプさんも乗っておりま

したので、その形で地下埋設業者さんとの

打合せも行いながら、次年度ですね、工事

にかかるかもしれないので予算どおりよろ

しくというような形で終わってたのが当時

でした。その後、平成31年度から令和２年

度ぐらいまでにかけての豊能町の地域公共

交通会議がございまして、その中で箕面森

町からときわ台の駅までのバスの運行につ

いては、その費用負担の関係で協議がなか

なか整わなかったというところで、その道

路線形改良の工事自体もちょっと保留にな

りまして、ですのでその電柱移設について

も同様に保留になってたというのが現状で

ございます。その後、昨年の令和３年度に

豊能町の地域公共交通会議の中で千里中央

直行便のバスの走行の路線については豊能

西線を再編する形での協議が整ったという

ところで、それを受けまして阪急バスと本

町の道路管理者との中で協議を行っており

まして、その中でときわ台地区にバスを走

行するにはときわ台の地区内の道路11か所

ほど道路改良を行わないと見通し等が確保

できないということが判明しておるという

ところです。また今年度、令和４年度に入

りましての地域公共交通会議の中ですけど

も、その吉川中央線へのその走行、池田泉

州銀行からときわ台の駅に下りていくルー

トなんですが、まだその公安委員会のほう

の許可が現状まだ下りていないというとこ

ろもございまして、かなりの時間を要する

見込みとなっております。以上、これまで

の経緯について御説明させていただいたん

ですが、現時点では当該路線のその道路改

良事業がまだ保留ということになっており

ますので、現状、電柱の移設についても保

留というのが実情でございます。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  かなり厳しいというか、時間がかかるよ

うな感じの答弁でございましたけれども。 

  この中で先ほど電柱の移設等について保

留ということで、先ほど、ときわ台地区内

道路の見通しを確保するために11か所の道

路改良が必要ということで、具体的にはど

ういうものが必要なのか、この点について

お伺いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  道路管理者の中でできること、あと公安

委員会、警察さんのほうでしなければいけ

ないこと等ありまして、道路管理者として

しなければならない箇所というのが街路樹

が支障になっておりますのでそれの伐採な

り剪定ですね。それから曲線部分が多いの

でカーブミラーを新たに設置しないといけ

ないというもの。あと今までと違ってバス

等が走行しますのでそのバスの通行注意の
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看板みたいなものを設置しないといけない、

というものが、電柱移設以外ではそういっ

たものが考えられます。あと公安委員会の

ほうでは停止線の位置を下げたりそういっ

たものが出てくるのではないかと考えてお

ります。そういうので合わせて11か所とい

うことです。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  公安委員会の許可にかなり時間を要する

ということで、今、答弁いただきましたけ

ども、それも含めて今後の進め方とスケジ

ュールについて伺いたいと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  今後の進め方なんですが、ときわ台駅へ

のバス運行路線の決定については、大型バ

スで走行する場合、中型バスでの走行によ

って線形内容も変わってはきますので、そ

れの決定を待ちたいなと思っております。

路線決定がされましたら阪急バスと、要望

等協議が出てくると思いますので、それを

受けまして道路線形改良の必要性なり、予

算確保なりという形で進めていきたいと思

っております。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  国家公安委員会がオーケーですよという

ことになれば進んでいくということなんで

すけれども、これについて当然費用がかか

って、先ほどのお話でも関電柱の移設とか

もろもろ、バスが通るについての改良がご

ざいますけれども、これについて町単費じ

ゃなくって国・府からの交付金、これを

我々は特に要望したいんですけれども、こ

の辺についてどんなものかお伺いいたしま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  道路改良する場合なんですが、基本的に

はその道路の歩道を設置したりとか排水を

設置したりとか舗装を設置する場合につい

ては国の補助金はございますが、電柱移設

については基本、道路占用者、電柱の管理

してる業者さんと本町とで協議によって費

用負担していくというのが通例になってお

りまして、今回の場合、先ほど私のほうで、

もし拡幅する場合は緑地のほうを拡幅して

そちらのほうに道路のほうを振りながらや

っていくという形でお話しさせていただい

たんですが、その場合電柱は緑地側のほう

にもっていくということでお話ししたと思

うんですが、その場合、道路占用者、関電

さんなりＮＴＴさんなりと、以前費用負担

の、その電柱等の移設に関する協定を結ん

でおります。その中で道路敷から道路敷、

同じ道路の中に支障があって移設する場合

は100％、その道路占用者である関電さんな

りＮＴＴさんが負担する。道路敷から緑地

など、その後改良した後は道路になるんで

すけど、今は道路ではない状態のほうに移

設する場合はお互い２分の１ずつ負担する。

それから道路敷から民地のほうに移設する

場合は100％本町のほうが負担すると、そう

いう取決めがございます。今回の場合は真

ん中の２番目の道路敷から緑地、同じ町有

地なんですが、道路ではないところに移設

するということなので２分の１負担してい

くというところでございますので、そうい

ったものも予算化していかないといけない
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と考えています。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  そうですね。この事案につきましては今

後も動向を注視していきたいと思っていま

す。 

  それでは次の質問に移ります。 

  通告書２点目のとよのんコンシェルジュ

アプリの充実についてを質問いたします。

毎年敬老の日に合わせて総務省統計局から

発表されます日本の高齢者人口でございま

すが、日本の最新の発表によりますと2021

年９月現在の高齢者人口は3,640万人と。高

齢者人口率は29.1％となっております。

2020年の高齢者人口は3,617万人だったこと

から、23万人増えたことになり、高齢者率

も29.1％ということになっています。2021

年の日本の高齢者人口は世界一ですね、今

のところ。２位はイタリア、３位はポルト

ガル、４位フィンランド、５位ギリシャ、

６位マルティニーク、７位ドイツ、８位マ

ルタ共和国、９位ブルガリア、10位クロア

チアと。日本の高齢者人口が29.1ですから

２位のイタリアと大体６％開いてトップで

ございます。この加齢とともに切り離すこ

とができないのは認知症でございまして、

認知症の最大の原因が加齢であると。認知

症は誰にでも起こり得る身近なものでござ

います。世界保健機構が発表した報告書に

よりますと、世界の認知症有病者数は現在

およそ3,560万人にのぼります。そして2030

年までに２倍の6,570万人、2050年までに３

倍の１億1,540万人に増えると予測されてお

ります。日本の場合はどうかといいますと、

厚労省の研究班の発表では65歳以上の高齢

者のうち認知症を発症している人は推計で

15％、2012年時点で約462万人となってます。

団塊の世代が後期高齢者になる2025年には

その数が730万人増加し、65歳以上の高齢者

の５人に１人、ですから約20％が発症する

とここでは推計されております。高齢にな

るにつれて認知症の割合は増加するとも予

想されております。85歳以上では55％以上

の方が認知症になると言われまして、今は

大丈夫であっても将来は適切な判断ができ

ないものと認識しております。また、なり

たくない病気は何ですかというふうに聞い

たところ、やはり１位は認知症らしいです。

私もそうですけどね。2020年の国勢調査に

よりますと、豊能町の65歳以上の比率は全

人口の47.5％の方が高齢者と。認知症にな

って万一行方不明になった際に本人の安全

確保の観点から、居場所をすぐに探すこと

ができる捜索サービスをやはり有効に活用

することが求められます。また子どもたち

の登下校時や休日の安全を見守ることも大

切と考えております。そこで現在豊能町が

作っておりますとよのんコンシェルジュア

プリですね。それに移動情報を確認できる、

仮称ですけど、私が勝手に作った名前です

けど、おったおったアプリという、そうい

うのを構築してはどうかと考えますがいか

がでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江こども未来部長。 

○こども未来部長（入江太志君） 

  おはようございます。それではお答えし

ます。 

  現在、子どもの見守りにつきましては、

町内４小学校と東能勢中学校の校門に、子

どもが通過するとその情報が保護者にメー

ル配信されるサービスが民間事業者におい

て提供されています。このサービスを希望

する保護者は個別にサービスの登録を行い、

校門を通った際に検知されるＩＣタグを入

手し子どもに持たせています。ただ、この
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サービスは学校の校門を通ることで学校に

着いた、あるいは学校を出たという情報を

保護者に配信するのみですので、現在、学

校の校門以外の町内の多くの地点でも子ど

もの位置情報や移動情報を確認できる新た

なサービスを導入できないか検討中でござ

います。ただ、課題といたしましてこのラ

ンニング経費について現在業者と協議はし

ておりますが、後年度のランニング経費の

町負担については課題であると認識をして

おります。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  小森保健福祉部長。 

○保健福祉部長（小森 進君） 

  おはようございます。保健福祉部のほう

からもお答え申し上げます。 

  平成27年に国において策定されました認

知症施策推進総合戦略、いわゆる新オレン

ジプランによりますと、先ほど議員も申し

上げていただきましたけれども、65歳以上

高齢者の約５人に１人が認知症またはその

予備軍とされることが報告されてございま

す。高齢化の進展に伴いまして認知症の人

はさらに増加するものと考えられます。豊

能町の高齢化率から考えましても見守りサ

ービスアプリの有効性については十分認識

しておりまして、現在取り組んでおります

スマートシティの中で事業者から提案を受

ける形でアプリの活用が可能かどうか議論

をしているところでございます。ただ、一

方、これまで議論の中で認知症高齢者を想

定した移動情報の確認のためには、対象者

の位置情報の収集の肝となるタグの保持が

前提になることから確実性に欠ける面があ

ることや、また人権上の配慮も同時に留意

することが必要であり、実施につきまして

種々検討しているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  おはようございます。松本でございます。 

  とよのんコンシェルジュを活用してとい

う御質問でございますが、スマートシティ

サービスのメリットとしてデジタル技術を

活用したデータの可視化というものが挙げ

られます。特に認知症の高齢者の方や子ど

もたちの見守りに関しましては移動情報が

スマホのアプリで確認できることで行方不

明時などにも迅速な安全確保につながり、

御家族の安心につながるものということは

認識しております。現在進めておりますデ

ジタル田園都市国家構想推進事業の中で、

見守り分野につきましても企業との定例ミ

ーティングや原課職員とのミーティングの

中で、現場の課題観に沿った見守りサービ

スの活用手法について議論を進めていると

ころでございます。限られた予算ではあり

ますが、引き続き住民ニーズの実態を把握

しながら、対象者や見守りの手法について

検討し、よりよい効果的で住民満足度の高

い見守りサービスが展開できるよう具体的

な取組を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  次に、誰もがデジタル化の恩恵を受け、

誰一人取り残さない豊能町を目指すために、

私が考えておりますのは母子手帳の電子化

とか、あと子育て関係、医療、ヘルスケア、

介護、おくやみ窓口、ホームページ見れば

載ってるんですけれども、これはやはりコ

ンシェルジュですね。アプリの中に全て入

れてどこに行っても見れるという、そうい
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う形は先ほど検討してるとのことなんです

けれども、そういうふうに私は考えてるん

ですけれども、この点についてどういうふ

うにお考えでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  失礼いたします。 

  スマートシティの目的は、デジタル技術

を活用して住民や住民の生活を支援し、生

活の質の向上を図ること、これが目的でご

ざいます。とよのんコンシェルジュは多様

なスマートシティサービスを受けるための

総合窓口のようなアプリであり、アプリ内

容の充実はスマートシティを目指す上で非

常に重要な役割を果たすというふうに考え

ております。現在進めておりますデジタル

田園都市国家構想推進事業の中で、母子手

帳の電子化、子育て、ヘルスケアの分野に

おきましても、企業との定例ミーティング

や原課職員とのミーティングの中で現場の

課題観に沿った技術の活用手法について議

論しておるところでございまして、母子手

帳の電子化等については職員からも提案が

上がっているところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ８月30日ですね。報道機関のほうに発表

された件ですけど、ＡＩオンデマンド交通

実証実験の実施についてということで出て

おりまして、その備考の中に、これにつき

ましてはＡＩシステム導入の支援とも合わ

せて、令和６年度の実装に向け本格実証実

験の取組を進めてまいりますと書いており

ますので、やはり目的とするところがある

んですね。これは６年度の実装ですけども。

先ほど質問した内容についてもある程度の

目的とするところがあると思うんですけど

も、具体的に決まっておればその点につい

てお伺いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  報道提供しましたＡＩオンデマンド交通

の御質問と、あと全般的なということだと

認識しておりますが、このＡＩオンデマン

ド交通というのは今年度２月１日から１か

月間、イベント的にＡＩオンデマンドとは

どういうものかというのを住民の方に知っ

ていただく機会としております。現在進め

ております町内の交通につきましては定時

で定路線を走るというものです。このＡＩ

オンデマンド交通については御自身で予約

をしていただくんですが、予約をすること

によってその予約をされている方の経路を

ずっとつなげていきまして、目的地から目

的地まで。今まででしたらバス停まで行っ

ていただくというようなものでしたけれど

も、そこは町内にポイントを幾つか設けま

して、御自宅から一番近いところから目的

地に向かって、買物ですとか病院ですとか

行っていただくような交通の手段を今後考

えていくための取組というふうに考えて今

回報道提供しております。デジタルの価値

というのは、一定の予約等が必要というこ

とにはなってきますが、このデジタルの力

を借りて、バスの運転手さんとかの雇用問

題、人がいないというような問題の解決に

もなると思いますし、住民の方につきます

と御自身がそのときにデジタルの力を借り

て円滑に住民サービスを受けていただける、

そのようなものが目標の最終的なものにな

っていくと思っておりますので、もちろん

そのデジタルに対して、これは社会構造の

変化だと思っていますので、その社会構造
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の変化を、豊能町、高齢化が非常に高い町

でございますので、それを町の中にどのよ

うに入れていくかというのはもちろん検討

しないといけないとは思っておりますが、

それを目的としてデジタル化を進めてまい

りたいと。もちろん住民の方への周知です

ね、そのようなものも検討していきたいと、

このように思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  とよのんコンシェルジュを使うというこ

とですけども、これやはり町内の全ての方

が手に持つというのは当然の話であって、

住民の方がスマホを持つためにはどうすれ

ばいいかということなんですよね。私は、

ここに書いてますけども65歳以上の方に対

して、持ってない方に対しては町から最大

で５万円の補助金でも出して持っていただ

くという、そういう促進をしてはどうか。

いろいろな考え方がございますけれども、

その点についてお伺いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  デジタルの公平化というところについて

は豊能町の町の中では課題であると、この

ように認識しております。皆さんにスマホ

というような者の媒体を持っていただける

かどうかですね。それからあと情報格差の

解消の取組というのは必ずしていかないと

いけないことだと思っております。インタ

ーネットやスマートフォンに不慣れな高齢

者を減らしていくというような取組を推進

していかなければいけないということも認

識しているところでございます。今、御質

問の、スマホの普及を図るために補助金を

交付してはどうかということでございます

が、全国の自治体の事例を見ておりまして

も、既に幾つかの自治体で高齢者が新たに

スマートフォンを購入する際の補助事業を

実施しており、高齢者がデジタル化の流れ

に乗り遅れないような支援をされている事

例もございます。本町におきましてもとよ

のんコンシェルジュを前提としたサービス

を普及させ、生活の情報を得やすくするこ

とで暮らしの充実感を高めてもらい、デジ

タル化の恩恵を受けていただけるようにす

ることを目指しておりますので、その実現

のために今後高齢者のとよのんコンシェル

ジュアプリの普及、利用状況やスマホ講座

の参加状況も踏まえながら、購入補助事業

の取組につきましても、予算も含め十分調

査し研究してまいりたいと考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  財政が関わってきますのであれなんです

けど、これまで地方創生臨時交付金、何回

も出ておりますよね。次も出てくるんじゃ

ないかなという、私は自分勝手な予測をし

てるんですけども、これ出てきた場合に使

えますよね。その点についてまず、総務部

長。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  今さっき松本が申し上げましたその補助

金の内容が、新型コロナウイルス感染症対

応の地方創生臨時交付金に使えるかどうか

というところですが、ちょっと今現在どう

いった補助内容になるかであるとか、そう

いった詳細のほうがまだちょっとはっきり

しておりませんので、今の時点でちょっと

明確に使えるとか使えないっていう判断は

できかねると考えております。 
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○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  私は使えると思ってます。これまで町が

やってきた事業の中で、え、こんなん使え

るのというようなのがございましたのでね。

私もこれ、え、という感じのものが使えて

ますので、恐らく柔軟にできると思います

ので、今後ともよろしくお願いしたいと思

います。 

  次に３点目の健康寿命を延ばす取組の推

進について質問いたします。 

  先ほども申しましたけれども、認知症に

関しましては2025年には約20％の方が認知

症を発症すると言われております。そこで

認知症予防についての本町の取組について

まず伺います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  小森保健福祉部長。 

○保健福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  本町におきましては、認知症に対する正

しい理解と地域の見守りにつきまして、そ

の啓発や認知症サポーターの要請などに努

めるとともに、地域におけます支援体制を

構築し、総合的な認知症対策の推進に努め

ているところでございます。具体的に申し

上げますと、認知症高齢者等の早期発見、

早期対応のため、認知機能の低下などに気

付いた方が医療機関への受診や地域包括支

援センターへの相談など、早期発見、早期

対応や相談支援体制の充実に取り組んでい

るところでございます。また、現在、認知

症予防につきまして地域包括支援センター

を中心に事業を展開しており、脳トレなど

を行う５歳若返り教室や、自治会の協力を

いただきながら認知症サポーター養成講座

など、キャラバン・メイト事業、広くはフ

レイル予防でございます健康体操の実施な

ど、様々な形で認知症予防の取組を継続し

ながら、安心して暮らせるまちづくりを推

進しているところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  次に御紹介いたしますのは、認知症予防

として国立長寿医療研究センターが開発し

ました、運動と、あと認知課題、計算とか

しりとりをするんですが、そういうのを組

み合わせたコグニバイクというのがござい

ます。バイクにこういうパッドがついてい

るものなんですけどね。コグニサイズとい

うのは、国立長寿医療研究センターが提唱

している、認知、コグニションと運動、エ

クササイズを組み合わせた新しい言葉です

と。脳の運動と体の運動を同時に行うこと

で認知機能向上に相乗効果をもたらすとい

う仕組みを指します。有酸素運動をしなが

らコグニサイズの考え方に基づきモニター

上の認知課題を解きます。認知運動テスト

の結果からトレーニングプログラムの難易

度を自動調整します。一人一人のレベルに

合わせたトレーニングを実施します。また

ゲーム形式の認知課題や動画閲覧など、楽

しみながらバイク運動を行えるプログラム

を内蔵しているため、継続して運動するこ

とができますと。高齢者の方が家から一歩

出てみんなと集って語れる場所ができるん

じゃないかなというふうに考えております。

そこで本町においても町内３か所、シート

ス、西公民館、中央公民館に導入してはど

うかと思いますがいかがでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  小森保健福祉部長。 

○保健福祉部長（小森 進君） 
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  お答えいたします。 

  ただいま議員のほうから御紹介いただき

ましたコグニバイクでございます。私ども

も知ってる限りなかなか画期的なものかな

というふうに思ってます。体を動かしなが

ら頭も同時に使いながらエクササイズを行

うというもので了解しております。現在デ

イサービスセンターなどの介護福祉施設や

医療機関などに導入事例があるようです。

比較的運動機能が維持されておる方の認知

症予防に一定程度効果が期待されるものな

のかなというふうに考えてございます。現

在のところ導入につきましては残念ながら

財政上困難ということで考えてございます

が、効果や近隣の設置状況、この導入する

際に補助制度の有無など、今後もし置いた

場合に維持管理等々、検討する項目、多項

ございますけれども、今後の取組について

の参考とさせていただきたいと思ってござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  財政のお話がが出てきましたけども、先

ほどと同じで地方創生臨時交付金、これが

出てくるとなれば一層前向きに考える余地

があると思いますが、総務部長いかがです

か。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  先ほど申し上げました新型コロナウイル

ス感染症の地方創生臨時交付金、こちらの

活用が可能であるかどうかも含めまして、

財政面でも検討したいと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  それでは通告書４点目の、男性トイレに

サニタリーボックスの設置について質問い

たします。 

  2018年に国立がん研究センターがまとめ

た統計によりますと、前立腺がんと診断さ

れた男性は約９万2,000人、膀胱がんは約１

万7,500人にのぼります。これらのがんは手

術後、頻尿や尿漏れの症状が起きやすくな

ります。このため手術を受けた男性は尿漏

れパッドを着用することが多いわけです。

また人工肛門、人工膀胱等を造設されてい

る方は日常のスキンケアが必要になります。

しかし公共施設などの男性トイレの個室に

はサニタリーボックスの設置が進んでいま

せんので、パッド等を捨てる場所がないた

め、外出先から自宅までビニール袋などに

入れて持ち帰らざる得ない人が多くおりま

す。多ければ250ＣＣもの水分を含み、当然

臭いもしますので、その尿漏れパッドを外

出先から家まで持ち帰るのは神経も使って

またしんどいということですね。男性特有

のプライドでしょうか、人に知られたくな

いという心理もあってこの問題はあまり表

立って語られてこなかったようです。私も

全く認識ございませんでした。しかしなが

ら、今、全国、特に埼玉県ではほとんどの

ところでこういうサニタリーボックスが男

性の個室トイレに置かれておりますので、

これが全国的にずっと広がっております。

昨日の新聞のことも載ってましたけれど、

毎日新聞でも、ここに男性トイレにも設置

ということでサニタリーボックス載ってお

りましたけども、そういうのがずっと今、

進んでおります。特に男性にとってはよく

分かる方はよく分かりますし、私ももう高

齢者ですのでそういうところは出てくるか

なと思うんですけれども、そういうことで、
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使用者に配慮するためには公共施設の男性

トイレの個室にサニタリーボックスを設置

すべきであると考えますがいかがでしょう

か。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  前立腺がんや膀胱がんの手術を受けた男

性は尿漏れパッドを着用することが多く、

また人工肛門、人工膀胱などを造設してい

る方は日常のスキンケアが必要です。外出

先においてトイレにサニタリーボックスが

あれば使用済みのパッドを持ち帰らずに廃

棄できるため、安心して外出することがで

きます。町内公共施設の男子トイレへのサ

ニタリーボックスの設置状況でございます

が、現在のところは設置されている状況は

ございませんでした。サニタリーボックス

の設置にはある一定のスペースが必要であ

るため、例えば個室トイレよりも多目的ト

イレであれば場所的には設置できる可能性

があると考えております。多目的トイレが

設置されている公共施設につきまして施設

ごとに管理上の課題などを検証し、サニタ

リーボックスの設置が可能かどうか検討し

てまいりたいと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  設置する場所ということで今、お聞きし

たんですけれども、サニタリーボックスの

そのもの自体の問題じゃなくって設置場所

ということですね。通常でしたら男性の個

室が、大体分かりますけれども、その場所

がないので、先ほどの共用スペース、共用

のトイレですかね、そこに置くということ

なんですけども、それは今後、町として真

剣に考えていくのか。これは総務部長に聞

くのか町長に聞くのか分かりませんけれど

も、あと保健福祉部長か分かりませんけれ

ども、町としてこの点について真剣にね。

高齢化率47.5％ですわ。ですからそれを考

えていくと、やっぱりそういうのを設置し

ていくべきであると私は考えてます。やっ

ぱり高齢者に優しいまちづくり、それもこ

の一つやと思いますのでね。その点ちょっ

と、最後時間ございませんけども、町長に

ちょっとこの点についてお伺いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  議員がおっしゃられる、本当に高齢化の

方々に寄り添うまちづくり、そういう観点

からも前向きに検討したいと思います。た

だ、今現在、公民館とかそういうところは

廃棄物を皆さんで持ち帰っていただくとい

うところになっておりますので、そういう

汚物処理も含めて今後課題も多ございます。

ただ、人に優しいジェンダーの取組も含め

て前向きに検討していかなければならない

項目であるというように認識しております

ので、しばらくお時間いただけますでしょ

うか。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  現在でも多目的トイレはございますので、

まずそこから、その第一歩からということ

で私は考えたいんですけど、その点につい

て再度お伺いしたいと思いますので。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  場所的に多目的トイレがあるというとこ

ろでございます。あと課題は汚物の処理、
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その部分を含めて検討してまいりますので

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  以上で一般質問を終わります。ありがと

うございました。 

○議長（管野英美子君） 

  以上で、永谷幸弘議員の一般質問を終わ

ります。 

  議場換気のため、暫時休憩いたします。

再開は午前11時30分といたします。 

（午前11時18分 休憩） 

（午前11時30分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に中川敦司議員を指名いたします。 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  中川でございます。議長から御指名をい

ただきましたので、一般質問をさせていた

だきます。 

  この９月会議の一般質問におきましては、

水道料金の関連項目やまた農業関係ですね。

そういった内容について質問を取り上げて

おりますので、どうかよろしくお願いを申

し上げます。 

  では通告書のナンバー１、水道料金に関

する質問でございます。 

  平成30年度まで豊能町が水道事業を行っ

ておりましたが、平成31年度、すなわち令

和元年度からは水道事業が大阪広域水道企

業団に移管をされ、すなわち統合されてご

ざいます。そしてこのたび、水道事業を行

っております大阪広域水道企業団において、

豊能・能勢水道事業料金検討部会が設置さ

れ、水道料金の検討が進められているよう

でありますが、この進捗状況や今後のスケ

ジュール的なものはどのようになっている

んでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず、議員御質問の進捗状況についてで

すけども、水道料金の改定に関しましては

大阪広域水道企業団のほうが豊能・能勢水

道事業、これは仮称なんですが、料金検討

部会というものを設置しておりまして、こ

れまでその料金検討部会のほうでは学識経

験者のほうから料金改定に関しての専門的

な知見をいただいておりまして、また豊能

町、能勢町からは各２名、水道使用者代表

の方からの意見もいただいておるといった

状況でして、これまでその料金検討部会を

計４回開催しているというところです。こ

の本部会の議事録のほうですね。本町のほ

うもリンクを貼っておりますが、大阪広域

水道企業団のほうのホームページのほうで

公表しているという状況でございます。ま

た今後のスケジュールのほうですけども、

今月の９月17日の土曜日に西地区と東地区

とで水道料金の改定に関する住民説明会を

開催する予定でございます。それから第５

回目の料金検討部会のほうですが、９月26

日に行う予定であると聞いておりまして、

それを受けまして10月24日の首長会議、42

市町村の首長で組織している会議なんです

が、そちらのほうの会議で審議されまして、

最終的には大阪広域水道企業団の議会の11

月定例会におきまして料金改定を定める給

水条例の改正案が提出されるということに

なります。なお、実際のこの料金改定の時

期については令和５年の４月１日というこ

とで聞いております。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 



 

 2－29 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  ということは、今、御説明ございました

けども、その料金の検討部会というのを過

去４回、学識経験者とか利用者の代表の方

も含めてそのような会議を持たれて、その

内容がまとまって、今後９月の17日、間も

なく住民の説明会というものも開かれると

いうふうなことでございまして、最終的に

はさらに部会を開いて10月24日に首長会議

で審議されるという、そのようなスケジュ

ールでありますが、そういった意味ではも

う避けて通れない内容の話なのかなと、こ

のように思いました。冒頭にも述べました

けれども、この水道事業というのは豊能町

から大阪広域水道企業団に既に移管をされ

てございます。豊能町に水道事業が存在し

ていた時代、このような時代につきまして

はこの水道料金の改定は豊能町が決定して

きておりましたけれども、この水道事業が

この企業団に移管された後は、この大阪広

域水道企業団が料金を決定していくと認識

しております。今、来年度にこの水道料金

の改定が予定されておりますが、この料金

の決定に対し豊能町はどのように関与して

いくことができるのかをお伺いしたいと思

います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  議員御質問の水道料金の改定についてで

ございますが、大阪広域水道企業団のほう

は、その水道料金を改定するためには、本

町でしたら町長及び町議会議員に対して説

明、意見聴取を行うとともに、住民に対し

て説明を行う必要がございます。本町の関

与についてなんですが、大阪広域水道企業

団の構成団体である、先ほどもお話しした

とおり42市長村の首長で構成される首長会

議が10月24日に開催され、その際水道料金

改定の案が審議される予定でございますの

で、町としてもその料金改定についての意

思を表明してまいりたいと考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  ただいま10月24日の首長会議でこの料金

改定が審議されるという話の内容のことが

ございましたが、実際豊能町の関与という

のはどういったところまでできるのか。そ

の辺りはもう少し具体的には何か説明はで

きない。要は42市町村の首長で決めるとい

うふうな方向性を決めることではあります

けども、その中の一団体である豊能町とし

てはどのような関与できるのか。もう少し

ちょっと深く御説明いただけないでしょう

か。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  川村副町長。 

○副町長（川村哲也君） 

  おはようございます。 

  水道料金のほうでございますけれども、

今、事業承継されているということで広域

水道企業団のほうで事業を担ってるという

ことでございますけれども、先ほど坂田の

ほうからも答弁申し上げましたとおり、こ

の水道料金を改定する場合の意思決定フロ

ーというものがございます。その中におき

ましては当然今、この前の今般も水道企業

団のほうから議会のほうにも御説明と意見

交換会がございましたけれども、そういう

説明等とか、あとそれに対する意見聴取。

これは私も豊能町議会でいくと議員総会で

されておりますけれども、そういう点ござ

います。また理事者のほうにつきましても、
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町長、私も含めてでございますけれどもそ

ういう説明や意見聴取の機会というのは得

られております。先ほど申し上げたとおり、

今後、９月の17日でございますけれども住

民説明会もございますけれども、そういう

形に対しての住民への説明、そういうもの

もございます。先ほど申し上げたとおり、

その首長会議とかもございますし、坂田の

ほうが出席してますけども担当者の会議と

いうものもございますので、そういうとこ

ろへ出席して意見を述べるということもで

きますので、そういうような意思決定フロ

ーというものが定められているところでご

ざいます。 

○議長（管野英美子君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  先だって私どもも、この水道企業団のほ

うから今後の話とか現状の話とか説明をい

ただきましたけども、その中身でいきます

とどうしてもやっぱり料金は改定をすると

いう、そのような内容で御説明はございま

したが、そういった意味ではその内容が実

質、いろいろな住民さんの説明会も踏まえ

ての話ではありますが、10月の24日にはも

う料金を改定するというその内容で審議が

なされると、そのように受け取ってもよろ

しいんでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  川村副町長。 

○副町長（川村哲也君） 

  基本的には今、議員がおっしゃるような

流れになってまいろうかと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  ということは、もうほぼほぼ固まった内

容で進んでいくということなのかなと思い

ますけども、そういった意味では来年度の、

実際水道料金が改定されるということにつ

いて、豊能町としてはどのように考えてお

られるのか御答弁願います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  おはようございます。 

  先ほど川村のほうから御紹介しましたと

おり、水道企業団に対して私たちの意見、

この機会についてはいろいろな機会がござ

います。今回も企業団の方々とのミーティ

ングも含めて、そして副企業長であります

とかそういう方々とのミーティングもして

おります。我々としては水道企業団と統合

した31年のとき、その前の覚書のところに

料金改定という部分ではもうシミュレーシ

ョンされて、年度ごと、令和５年そして令

和10年、水道企業団は大体ほぼ５年ごとに

見直すという形になっておりますので、そ

ういうロードマップの中には検討段階でシ

ミュレーションされてたということでござ

います。なのでタイミングという部分では

そのとおりでございますけれども、ただ私

ども、豊能町といたしましては、今の現状

自身が水道料金が高料金体系である。そし

て豊能町の住民の皆様にとっては本当に重

大なものでございます。したがいまして適

切な料金改定幅かどうか含めて、種々検討

してきたところです。しかし住民の皆さん

の負担を強いるということになりますので、

本当に当初シミュレーションされてた２割

アップ、これの中身そしてその抑制幅とい

う部分がいろいろな形でないのかというと

ころも協議をさせていただいたところでご

ざいます。そのために統合のときには実は

我々として一般会計から20年間にわたり毎

年2,950万円、５億9,000万円を支出をして、
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価格の抑制幅を少なくという形で、協定書

にもありますようにそのものを支出をして

いるというところでございます。今般その

内容も含めて、そして国の交付金、府の統

合促進基金でありますとかそういう部分も

含めて、料金の体系的な内容として上げて

いく、その幅を何とか抑えられないかとい

うところで検討してきたところです。今回、

先般も御説明をされた内容でいきますと、

結果として15％というところで表明をされ

てるというところになります。その上げ幅

というところには賛否あるかも分かりませ

んけれども、今の持続可能な、そして安定

した水資源を住民の皆さんに提供するとい

う目的に対して、企業団は経営努力もしっ

かりとしていただいてるというところでご

ざいますので、私としては今回の内容につ

きまして認める方向、認めていきたいとい

うように考えています。ただ、私たちの究

極の目標というのは、今後のことも含めて

ですけれども、大阪の府域一水道、これを

早く実現をしていかなければならないとい

うところでございますので、その部分にも、

これまでも私が参加したところからもずっ

と言い続けておりますけれども、府域一水

道を早期実現に向けてしっかりと努力して

いきたいというように思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  ただいま塩川町長のほうからも御答弁が

ございましたけれども、結論といたしまし

ては今回のこの水道料金の改定、これにつ

きましてはもう認めざるを得ないという、

そのような御答弁でございました。致し方

ないのかなと私も思いますけども、しっか

りと、いずれにしましてもやはり住民さん、

住民の多くの皆様に御理解をいただくとい

うのが非常に大事やと、このように思って

おります。今後住民の説明会等も予定はさ

れておりますけども、しっかりとその辺り

説明、御理解をいただけるような説明をし

っかりとやっていただきたいなと思います

ので、これは実際は水道企業団が行うこと

なのかもしれませんけども、その辺り本当

に御理解を深めていただけるように進めて

いっていただきたいなと、このように思い

ます。 

  関連の事項になりますけども、豊能町の

この水道の供給ですね。水を引っ張ってく

るほうですね。以前から２元給水、２種類

の形態をとっております。２元給水とは２

種類の水道を引っ張ってきているというこ

とを意味します。すなわちどういうことか

といいますと、猪名川の水を使った池田市

の古江浄水場から旧長尾街道といいまして、

そこを通って豊能町の西地域である東とき

わ台にこれを引っ張ってきている水道が一

つと、もう一つは淀川の水ですね。あれを

実際浄化して豊能町の東の木代の辺りに来

ている大阪広域水道企業団からの水道、こ

の２種類がございます。この水の供給源に

ついても企業団が決定していくのかなと認

識しておりますけれども、豊能町はこの２

元給水、これはどうすべき、どうあるべき

か、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  川村副町長。 

○副町長（川村哲也君） 

  豊能町の水道につきましては、今、議員

御指摘のとおり、淀川いわゆる企業団水、

それと猪名川いわゆる池田市の古江浄水場

の二つの河川、水源から供給されていると

いうところでございます。ちなみに府内で

はほとんどの市町村がこの淀川のみ。大阪

府内の場合、用水供給事業者が２業者ござ

います。いわゆる大阪広域水道企業団と、
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これは大阪市域外になります。大阪市域に

つきましては大阪府水道局が用水供給とい

う形で、これは末端給水もやっております。

この二つの用水供給事業者が全て淀川から

取水場、それぞれ３か所ずつ取水場を設け

てそれで浄水場から水を配っているという

状況になりまして、府内のほとんどの市町

村が淀川に依存しているというような状況

の中で、この本町におきましては猪名川と

いう別の水源を持っているというのは極め

てまれでありまして、この二つの河川から

取水しているというのは恐らく池田市と豊

能町ぐらいかなというふうに思います。そ

の点でいきますと、危機管理の観点から申

し上げますと非常に大きなメリットを有し

ているのかなというふうに考えております。

ちなみに池田市の場合は古江の浄水場から

も同じく取水をしておりますけれども、本

来であれば100％取水できるんですけれども、

あえて危機管理の観点から企業団水を購入

していると。これはあくまでも危機管理の

観点からあえて２元給水という形をとって

おります。過去ですけれども平成29年10月

17日の全員協議会におきまして、大阪広域

水道企業団との統合に向けた検討協議につ

いてということで、自己水の、この池田水

からの受水の在り方についての御説明をさ

せていただいたと聞いております。この説

明資料の中、受水の在り方につきましては、

古江浄水場からの浄水を四つの選択肢を設

けまして、一つ目が廃止をする場合、二つ

目が休止をする場合、三つ目が8,000立米、

１日でございますけれども、いわゆるその

当時の現状ですけれども継続する場合、四

つ目としましては1,100立米に減額といいま

すか、減少する変更という４項目で検討し

ております。検討に際しましては、この費

用価格それから危機管理の観点、先ほど今、

申し上げた２元給水の確保の観点ですね。

それと池田市の観点など総合的に検討した

結果、この古江浄水場から一日最大受水量

1,000立米を受水するという、 8,000から

1,100に減少するということで、町の政策判

断といたしまして議会に御報告を行ったと

ころでございます。現在は水道事業、先ほ

ど申し上げたとおり大阪広域水道企業団に

事業承継されているということですので、

この自己水源の扱いにつきましては一義的

に企業団が判断するということになります

が、ただ企業団との統合する際の条件とい

たしまして、自己水源については市町村の

意見を尊重するとされているところでござ

います。豊能町といたしましてはこの平成

29年の政策判断を尊重し、また、先ほど申

し上げたとおり危機管理の観点からも複数

からの河川の受水は必要と考えております。

その考えを維持する旨、今後も大阪広域水

道企業団にも伝えてまいりたいというふう

に考えておりますし、今後もこの政策判断

の変更ということは一切考えておりません。 

○議長（管野英美子君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  そうですね。安心をいたしました。実は

ここ数年前に、大阪北部地震でしたっけね。

高槻のほう結構地震の被害がございました

けども、あの地震の被害というのは建物だ

けじゃなくて水道関係、そういったものに

も影響がたしかございまして、実はこの大

阪の広域水道企業団から来ている水が、実

は木代まで来てますけども、その水が止ま

ってしまって、希望ケ丘の地域の方が水が

ないという、そういうふうな状況になって、

急遽ポンプ車いうか大きなトラックに水を

積んで、希望ケ丘の集会所いうんですか、

あそこに車をとめて住民の方にポリタンク

を持ってきていただいて水を配るという、

そのような、実際その現場、私、行ったん
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ですよ。そうしたらもともとここの水道事

業があったときの元部長さんとか、今どこ

かの課長さんをやってる方、このお二人が

その車の前で給水いうか配っておられる、

その姿を私、見て、この目で確かに見てき

ました。じゃあその水は一体どこからくん

できたんですかっていうのを後で聞いてみ

ましたら、実はどこから来たと、それは実

はこの猪名川の水を引っ張ってきている古

江浄水場、すなわち東ときわ台にやってき

ているあの水、あの水をタンク車に積んで

この希望ケ丘で配布しておるという、そう

いう実態が私、把握できたわけでございま

す。そういった意味から、このようなやは

り大きな災害があったときには、やはり水

道が一本しかなかったら、供給源が一本や

ったら、その一本が途絶えたらこの豊能町

の１万8,000人になんなんとするこの住民の

方の水がない状態になる、大変なことやと。

そういった意味でやっぱり２元給水、この

淀川からの水、そしてから猪名川からの水、

この２系統は何としても必要であったし、

これは正解の考え方やなと思いますので、

これからもしっかりとリスクを回避する意

味におきましてもこの２元給水というのは

しっかりとこれからも続けていってもらい

たいなと私は思った次第でございます。 

  では、次の質問に移らせていただきます。

次に通告書ナンバー２の横断側溝について

に関する質問に移ります。 

  町内には多くの町道が設置されてござい

ます。特に住宅地域の町道には川に雨水を

誘導するために各家庭ごとに雨水ますとい

うものがございますし、さらには町道を横

断するように設置された横断側溝ですね。

このようなものですね。道路の真ん中にど

ばっと敷かれてある側溝、これ横断側溝と

いいますけども、実はこの横断側溝のグレ

ーチング、敷かれているグレーチングのこ

の下に草ですね、野草が伸びている、その

ようなところが散見されました。実はこれ、

私、１年前かな。結構いろいろなところで

このグレーチングからいっぱいこの草が伸

びて表面に出てきているというのを調べま

して、レポート化いたしまして、数枚のレ

ポートに、地図上にどことどことどことい

う、そこまでしっかりとした形で私は調査

結果をまとめて御報告を、建設課やったか

な、させていただいたところでございます

が、この各家庭の雨水ますのグレーチング、

小さいグレーチングの場合は開けて各御家

庭で清掃もすることができようかと思いま

すが、この横断側溝のグレーチングは大き

なナット、そんなんでガッと固定されてお

りまして、開けて清掃や除草というのがで

きないような状況でございます。この横断

側溝のグレーチングの下にある除草、草の

草刈りいいますか除草についてはどのよう

に考えておられますでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず宅地の前の道路側溝につきましては、

住民、地域の方々の御協力によりまして、

その溝の掃除のほうですけども、していた

だいておるという状況ですけども、町内の

その新興住宅地内の横断側溝につきまして

は、大半は車道をまたぐというところもあ

りまして、交通事故の防止の観点のため地

域の方がグレーチングを取り外していけな

いように、取り外しができないようにあえ

てちょっとボルトで固定しているというと

ころです。ただ、その横断側溝には落ち葉

とか土砂等がたまりまして、それが腐葉土

となって時間の経過とともに雑草というも

のが生えてきてるというところでございま
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す。ですのでその雑草がどんどん生えてき

ますと景観を損ねたり、交通の支障等にな

ったりしておりましたり、あと排水機能も

低下するという場合もございますので、住

民の方々からの通報とか職員の道路パトロ

ールによりまして現地を確認しております

が、あまりひどい状態であれば町職員のほ

うで直営でやったり、あと町職員では手に

負えない規模の場合は、業者委託によりま

して順次予算の範囲の中で側溝とかあと会

所桝も併せて清掃しているというのが実態

でございますので、予算の範囲の中で行っ

ておるというところもございますので、ち

ょっとなかなか進みませんけれども御理解

いただけたらと思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  結構私の見た限り、かなり住宅地、私の

住んでる地域なんか特にこういうのが目立

ってまして、非常に多いので、こんなん草

が生えるたびに一々グレーチング外してき

れいにするってなると、それなりにやっぱ

り職員の方も大変やろうし、また実際業者

にお願いするにしてもそれなりにお金もか

かるだろうというようなことで結構大変な

のかなと、このように思っております。い

ずれにしましてもひどいところについては

やっていただけるというふうにお伺いいた

しましたので少しは安心をいたしました。

しかしながら全てが全てきれいにできると

いうわけじゃないというのも今の御答弁で

分かりました。実はこの草を含めて植物が

成長していくために必要となるエネルギー

源ですね。これは水と二酸化炭素と太陽の

光というふうに言われております。植物は

太陽の光を使った光合成によりまして二酸

化炭素をまずブドウ糖に変化させて、この

ブドウ糖からデンプンとかセルロースやリ

グニンを作り出してございます。このセル

ロースやリグニンというのは植物の組織体

に当たるため、このリグニンやセルロース

によって植物が成長していくという、その

ような仕組みになってございます。したが

って、先ほど申し上げました水、二酸化炭

素、太陽の光、このいずれかを遮断すれば

植物の成長を防ぐことができようかと思い

ます。実はグレーチングの下に設置をして

光を遮って野草、草の成長を止めることが

可能となる遮光板、こういったものが開発

をされておりますが、実際参考にしてみて

はどうでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  議員御提案の遮光タイプの溝蓋の御提案

なんですけども、本町が設置していますそ

の側溝のサイズに合った商品であれば試験

的に何か所か設置してその効果の検証をし

ていきたいと考えておるんですが、ちょっ

と私どもで調べた限りですが、その商品の

サイズがちょっと本町の側溝の大きさより

一回り小さいようでして、そこにその商品

が合わないのかなと考えております。そこ

で同じような関係なんですが、その遮光タ

イプの溝蓋ではないんですけども、現在西

地区のほうの横断側溝３か所で試験的に側

溝のグレーチングの裏に、透水性なんです

が防草シートというものを挟み込んでおり

ます。防草シートは遮光タイプのグレーチ

ングよりも安価ですし光も遮断しますし、

それで先ほど議員御指摘の雑草を発生する、

押さえるという効果が見込めるのかなと考

えております。透水性もあるため雨が降っ

た場合でも浸透するというところもありま

すので、排水機能にも支障がないのかなと
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判断しておるというところで、今後その雑

草の抑制効果とかそのシートの劣化具合を

見ながら効果の検証をしてきて、問題なけ

れば設置箇所を広げていきたいなと考えて

おるところです。 

○議長（管野英美子君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  分かりました。要は私が提案させていた

だいたこの防草板というんですか、遮光で

きる板ですね。これはちょっとサイズ、規

格が合わなかったということでしたので、

それに代わる形ではありますけども、いわ

ゆる防草シート、遮光ネットみたいなので

すかね。そういったものを使った実験を３

か所でやっておりますということ、やりま

すいうことなので楽しみにしております。

もしこれうまくいくようでしたら、今は横

断側溝というお話でございましたけども、

豊能町の管理しているところにはあと緑地

緑道なんかもございますので、もしかした

らそういうところでも野草対策いいますか、

そういったことにもしかしたら、これがう

まいこといったら活用できるかもしれませ

んので、そういった意味でもこの実証実験

楽しみでございます。また結果が出たら教

えていただきたく思います。よろしくお願

いいたします。 

  続きまして次の質問に移らせていただき

ます。 

  次に通告書ナンバー３の農業についてに

関する項目に移らせていただきます。 

  豊能町は面積の多くを山林が占めてござ

いまして、農地も当然ながら山間のエリア

や川沿いのエリアを中心に広がってござい

ます。このような地域条件のため、豊能町

の圃場、田んぼとかですね。一つ一つの面

積が小さく、さらには傾斜地になっている

ようなため形も様々でございます。このよ

うな圃場の場合、農機具が使用しにくいな

どが考えられ、生産性を高めることは困難

でございます。これを解消していくために

は幾つものこの圃場、小さい圃場を大きな

圃場に整備する必要があり、今年度から本

格的な圃場整備が牧の地域などで始まって

ございますが、この圃場整備の事業の状況

をお伺いしたいと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  本町の圃場整備事業の状況ということで、

現在町内２地区において圃場整備事業を実

施しておりまして、令和３年度から牧地区、

令和４年度から高山地区のほうで大阪府営

事業として実施されております。まず牧地

区のほうの圃場整備事業なんですが、令和

３年度に工事の設計、それから換地計画、

換地計画というのは工事後、どこの農地を

誰が取得するのかを示すそういった計画で

ございます。というものを作成しておりま

して、令和４年度から本格的に圃場整備の

工事のほうに着手しておりまして、現在、

地区面積が20.8ヘクタールあるんですが、

そのうち約７ヘクタールの範囲で工事を行

っているという状況でございます。続いて

高山地区の圃場整備事業のほうですが、本

年４月より事業着手しておりまして、牧地

区と同様換地計画のほうですね。今それに

向けて地元役員さんとの協議を進めており

ます。今後その工事に必要な詳細設計とか

測量などを行いまして、今年度中にその調

整協議等が整えば、来年度からですが工事

のほうに着手するということで聞いており

ます。本町としてはその両地区とも地元役

員の方々と連携しながら、大阪府とも協力

して事業を推進していきたいと考えており



 

 2－36 

ます。 

○議長（管野英美子君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  今、御説明いただきましたように、牧及

び高山でこれから進んでいきますよという

ような計画といいますかお話しいただきま

した。この圃場整備によりまして１枚当た

りの田んぼの面積が大きくなっていくわけ

でございます。令和９年の９月だったと私、

記憶してございますが、そのときの一般質

問でも提案をさせていただきましたが、田

んぼアートを実施して交流人口、関係人口

の増加を図ってはどうかと思っております。

こういったものですね、田んぼアート。 

○議長（管野英美子君） 

  中川議員、今、令和９年とおっしゃった

んですが。令和何年ですか。田んぼアート

を提案されたのは何年ですか。 

○４番（中川敦司君） 

  令和元年ですかね。すみません、失礼い

たしました。令和元年の９月にこの田んぼ

アートの話をさせていただいたわけでござ

いますが、先日も町内を走ってきましたけ

ども、稲穂が徐々に色付いてきておりまし

て、この稲というのは夏まではきれいな緑

色、そして秋は稲穂の黄金色と季節によっ

て色彩を楽しむことができます。この田ん

ぼの稲を使っての芸術、田んぼアートとい

うのがいろいろな地域で行われてございま

して、この田んぼアートは色の異なる稲を

使って田んぼに各種の絵柄を作り出すとい

うものでございます。稲で絵を描くわけで

すから田んぼのどこにどの色の稲を植える

のかなどテクニックも必要ではございます

が、稲が伸びてきたときの様子はすばらし

いものでございます。この田んぼアートは

観光客を呼び込む材料ともなります。先ほ

どお見せしたのは青森県の田舎館村の事例

でございますが、その他長野県の安曇野市

などでも実際行われてございます。田んぼ

が多いこの豊能町でも実施して観光客の呼

び込みなど町の活性化につなげてはどうか

と思いますがいかがでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  田んぼアートにつきましては各地で取り

組みが行われておりまして、交流人口、関

係人口などの集客が期待できるイベントで

あると考えております。しかしながら大き

く３点ほど課題があるのかなと考えており

ます。１点目は高所から観覧できる見えや

すい場所と最適な圃場、農地が確保できる

かどうか。あとその圃場、農地の所有者の

同意がとれるかといった問題があります。

２点目が、幸いその圃場、農地が確保でき

たとした場合でも、田んぼアートを実施す

るということになりますとそのお米の収益

が減少するのかなと考えておりまして、た

くさんの人が訪れたというだけではあまり

意味がなく、開催地であるその地元にお金

を落とす仕組みづくりも同時に考えたほう

がより地元同意が得やすく開催意義もある

のではないかと考えております。あと３点

目ですが、その他田んぼアートのその技術

とかノウハウの取得とか、あとボランティ

ア等人的な課題、あと資金確保等の課題、

そういったものをクリアしていかなければ

ならないと考えております。現在、牧地区

及び高山地区のほうで圃場整備事業を進め

ているところでございます。地域活性化に

はこの田んぼアートは有効な手段の一つで

あるということと思っておりますので、今

後、大阪府や地元などそういったものと一

緒に可能性を探っていきたいと考えており
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ます。 

○議長（管野英美子君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  そうですね。確かに今おっしゃったよう

に数々のハードルを乗り越えなければなら

ないというのは確かに分かるんですけどね。

特に２項目めでおっしゃってた、観光客の

方に来ていただいてもしっかりとこの豊能

町でお金を落としていただくという、そう

いうのも必要だなというお話ございました

けども、これについてはまさにまちづくり

の部分の話になってくるので、やっぱりこ

の田んぼアートもするし、そういうお金を

落としていただけるようなそういう仕組み

も併せて並行してやっぱりやっていく、そ

ういう努力いうか、これは絶対にやってい

かなあかんことやと思うし、それがうまく

かみ合わさったならば、私のこの思ってい

る田んぼアートもできるんじゃないかな。

ハードル高いですけども、しっかりと豊能

町の発展のために何とかこれからも引き続

き努力いうか検討していただきたいなと、

このように思っております。 

  そうしましたら次ですね。農業法人によ

る協同組合という、この内容についてちょ

っと時間の関係上させていただきたいと思

います。新潟県の上越市におきましては農

業法人による協同組合を設立いたしまして、

そしてその協同組合が職員を雇用し人手が

必要な農業法人に派遣する取組をしてござ

います。豊能町でも参考にしてはどうかな

と思って今日提案をさせていただいた次第

でございます。この協同組合を設立した地

域は上越市の清里地区と呼ばれてございま

して、豊能町と同様に高齢化が進んで人手

不足が深刻で、農業法人として社員を雇用

するには負担が大きく、通年、１年間通し

ての仕事の確保が難しいという状況であり

ました。この状況を解決するために設立し

たのが協同組合であります。この協同組合

が各農業法人に職員を派遣して、米や野菜

栽培とか果物の栽培や農業機械の整備、さ

らにはこの上越の地域というのは本当に日

本有数の豪雪地帯のため、冬の除雪作業も

行っているようでございます。この協同組

合の設立には国の制度である特定地域づく

り事業協同組合制度を活用されております。

この制度は過疎地域の様々な仕事を担う協

同組合を結成して安定的な雇用を創出し移

住や定住を促進するのが目的となっており

まして、国と上越市で人件費や事務費の半

額を助成するような仕組みになっているよ

うでございます。今後、豊能町も先ほどお

話ありましたが、この圃場整備もどんどん

進んでいくような状況でございますので、

今後のことを考えてこの上越市の取組、豊

能町でも参考にしてみてはどうかと思いま

すがいかがでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  この協同組合のほうですけども、共通の

目的を持った人たちがその目的を達成する

ために組織した相互扶助組織であると考え

ております。現在豊能町で活動している農

業法人のほうですが、令和４年８月現在で

11法人ございまして、その目的は営利目的

とかＮＰＯ法人等様々なものがございます。

その協同組合の設立についてなんですが、

議員のほうも御指摘あったとおり、それぞ

れの法人が今以上に人手が不足していると

か、人件費の負担が大きいとか、通年での

仕事確保が難しいといった、そういったも

のの課題を抱えている法人が何団体かいる

かが設立の要件になるかなと考えておりま
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す。このため今後複数の法人から、その人

手不足などの課題があるといったそういっ

た声が上がってきましたら、今回紹介いた

だきました新潟県の上越市などの事例を参

考に相談に応じまして、また必要なときは

複数の法人の調整役をさせていただけたら

と考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  しっかりと今後の状況を踏まえて、でき

るものであればどんどん進めていってもら

いたいなと、このように思います。 

  そうしましたら次に、通告書ナンバー４

の教員の働き方改革に関する項目に移らせ

ていただきます。 

  教員といいますのは授業の準備や成績の

処理や生徒指導や進路指導、学校行事の準

備や運営、登下校の対応とか学校内の清掃、

またクラブ活動など、本当に教員の皆さん

が関係する業務は多種多様に分かれており、

先生の負担、教員の負担は非常に大きいと

言えます。令和元年12月の一般質問でも、

この学校の先生、教員の先生の労働時間に

ついて質問をさせていただいたことがござ

いましたが、当時お答えいただいたデータ、

私、今でも覚えておりますが、月平均40時

間を超えるやったかな、そのような数字、

小学校と中学校では若干数値は違いますけ

どどちらにしても40時間を超えている、月

平均ですよ、お一人がね。そのような労働

時間とのことでございました。このような

ことから状況を変えていくため、スポーツ

庁とか文化庁が有識者会議を開催して、こ

のクラブ活動ですね。部活動の担い手を教

員から地域の人材へと移行していく取組い

うか提言が提出されておるようでございま

す。この部活動の地域移行により教員の負

担軽減が進むようでありますけども、豊能

町としてはどのように考えておりますか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  入江こども未来部長。 

○こども未来部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  クラブ系の部活動の関係についてでござ

いますが、スポーツ庁では令和５年度以降、

休日の運動部活動の段階的な地域移行を図

るとともに、休日に運動部の指導を望まな

い教師が部活動に従事しないこととする方

針が示されております。今年の６月にも有

識者会議の提言がまとめられております。

この中で少子化と学校の働き方改革の視点

から、持続可能な運動部活動について提言

がされています。提言では令和５年度から

令和７年度の３年間をめどに、休日の運動

部活動から段階的に地域移行をするという

ことを基本とされています。文化庁の提言

も同様な地域移行について示されていると

ころでございます。ただ、課題といたしま

してはやはり指導者の育成の確保があると

思います。本町は人口が少なくクラブ活動

も大きい市と比べたら非常に数が少ないと

いうことから、今後指導者の育成確保につ

いてどうしていくのかということと、もし

その指導が有償での指導の場合、費用負担

が発生すると思われますので、その費用負

担について保護者負担はどうするのかとか

いうような問題も出てこようかと思います。

これらのことにつきましては、今、学校で

それぞれ学校運営協議会を今年度４月から

東西地区それぞれ設置しておりますので、

例えばそのような教員の負担軽減について

も御意見をいただいて、教員の負担軽減に

ついて検討していければと思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 
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  そうですね。これからしっかりとこのよ

うな提言が出ている内容について、またさ

らに進んだ議論がこれからされていくもの

と思いますけども、いずれにしましても学

校の先生のこの労働時間は非常に大きいと

いうのは目に見えて明らかなので、そうい

った意味で少しでもその負担を和らげると

いう意味の一つの対策かと思いますので、

これからも引き続き御検討よろしくお願い

したいと思います。 

  以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（管野英美子君） 

  以上で、中川敦司議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は、

13時10分といたします。 

（午後０時18分 休憩） 

（午後１時10分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、川上勲議員を指名いたします。 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  議長より御指名いただきましたので、一

般質問をさせていただきます。前回も申し

上げましたが、ロシアの一方的なウクライ

ナの侵入によって戦争が始まってから半年

以上が経過をいたしました。自由主義諸国

の応援によってウクライナは国土と国民を

守るため、互角以上の戦いをしております。

片や日本を取り巻く国を見ますと、中国を

始めとして北朝鮮、ロシア等は虎視眈々と

我が国を狙っております。韓国までもが竹

島を取り込もうとしております。憲法の前

文で、「平和を愛する諸国民の公正と信義

を信頼して、われらの安全と生存を保持し

ようと決意した。」と、このように書かれ

ておりますが、これらの国を信頼していい

のかどうか。町長、一般的にでも、質問の

内容とはありませんけれども、お答えいた

だけますか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  こんにちは。 

  大変難しい御質問でございます。憲法の

前文にあります、人権を尊重した形のもの、

これは日本国においても非常に必要で、そ

のために国はいろいろな形の努力をいただ

いていると思います。我々として戦争だけ

ではなくて、昨今の場合は災害も含めてで

すけれども、もう甚大なる影響、そしてそ

れを国として相互補完をしながら協力し合

うという、その姿勢というのは非常に重要

だと思っております。これからも憲法を守

り、そして住民の皆さんへも安心・安全を

届けていきたいというように思っておりま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  いやいや、質問とちょっと違いまんのや

けどね。中国や、北朝鮮や、それからロシ

ア、ひいては韓国の国々が信頼していいか

どうかということを聞いてまんねんけど。

いかがでっか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  どこを信頼していいかというところです

けれども、非常に悩むところがあります。

ただ、我々として約束を守っていないとこ

ろ、そして軍事による侵攻でありますとか、

それから国際法に照らし合わせた状態での

我々に対する意見、これは非常にゆゆしき

問題であるというふうに思っております。
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実際に中の、信用できるかということでご

ざいますけれども、それにはちょっと明言

を避けさせていただきますけれども、駄目

なところは駄目という形でしっかりとして

いただかなければならないと思っておりま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  私は、例えば今のウクライナとロシアの

戦いね。ロシアが侵攻していって勝った場

合には、恐らく中国は尖閣あるいは南の島

ですね、とりにきますわ、絶対に。今、ウ

クライナとの戦争でウクライナが盛り返し

ていっておるから、これはちょっと行った

らやばいんちゃうかなと、習近平さんか、

思ってるか知らんけどやね。ロシアが勝っ

たらそれこそ中国は攻めてきよるし、北朝

鮮も黙ってないと思いまっせ。そのような、

ほんまに危険な状態に今の日本は置かれて

いると思いますわ。そこで、私は今の憲法、

これを早急に全面改正して、専守防衛じゃ

なしにね。先制攻撃、日本が攻められると

いうことが分かったら、先制攻撃していか

んとやね。専守防衛だったら恐らく日本は

負けてしまいますわ。私はそない思ってん

ねんけど、町長どないでっか、この件に関

しては。 

○議長（管野英美子君） 

  川上議員、そろそろ通告どおり質問して

いただけますか。 

○12番（川上 勲君） 

  はい。町長はお答え願えませんか。 

○議長（管野英美子君） 

  最後に、塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  通告とは違いますけれども、今おっしゃ

られたような形、これは国際秩序を乱すも

のという形でございますので、それらを

我々としては遵守をし、そして断固として

意思表明そして決意をしていかなければな

らないと思います。ここまでの部分でお答

えは控えさせていただきます。 

○議長（管野英美子君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  やっぱりこれらのことは、我々日本人に

とっては非常に大事な件であると思うので、

やっぱり我々はそういうことも常に考えて

おかなければならないと思います。また豊

能町にも町訓、町の訓告かなにかありまん

な。どういう内容が書かれてますか。御存

じですか。この中で知ってる人いはりまっ

か。誰もいはらへんな。おれも知らん。私

も知りませんねん。それとその町訓という

ものがあんねんから、それはみんな知っと

くべきもんやと私は思いますわ。 

  次に、町長の公約についてお尋ねします。 

  立候補の当時、当然公約を出されており

ますわね。町発行の公報、豊能町を変える。

財政健全化と明るい未来づくりと称して、

顧客第一の民間キャリアを活かし、住民本

位の行政を行うという具合に書かれており

ますけれども、まず財政は健全化になって

おりますか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  豊能町の財政状況につきましては、現在、

基金の取崩しによる財政運営を行っている

状況でございます。基金全体の残高は令和

２年度決算時点で約22億2,200万円でありま

したが、令和３年度の決算時点で21億4,800

万円と若干の減となっております。即効性

のある歳入の増加策が見込めない中で健全

な財政運営を行うためには経常的な経費を

削減する必要があると考えておるところで
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す。 

○議長（管野英美子君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  今、答弁いただきましたけれども、結局

財政は健全化になってないと。過去３年間

でね。にもかかわらず財政健全化と明るい

未来づくりということを町の選挙公報にか

かれておりましたわね。もう町長、あと半

年で任期終わんねんけども、なぜ健全化で

きてないんでっか。お答え願いたいと思い

ます。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  健全かどうかというところですけれども、

私たちの課題というのは非常に多くありま

す。財政調整基金を取り崩していかなけれ

ば予算編成もできないというところでござ

いますけれども、一つの指標であります財

政経常収支比率でございますけれども、就

任をしたとき100を超える101と104、そして

昨年は98、今年度といいますか令和３年の

ところは90.5まで回復をしてきているとい

うところと、余剰金に関しましては基金に

積み立てるという形で、基金をなるべく取

り崩さないような運営をしてきたつもりで

ございます。財政健全化に向けて一歩ずつ

進んでいると理解しております。 

○議長（管野英美子君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  その中に、民間キャリアを活かした住民

本位の行政を行うと。今まで民間キャリア

を活かして行政を行った例はありますか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  私は民間で勤めてまいりましたので、そ

の民間の判断、キャリアを活かした状態で

それぞれの政策の中に入っているというよ

うに存じてます。民間の部分でいきますと、

例えば公民連携でありますとか、いわゆる

民間とのもの。それから自立できる団体の

育成であるとか、今まで町が担ってきた内

容のものも含めてこれからのものを目指す

ために、総合まちづくり計画の中に、一番

上位計画の中にやるべきことを示し、それ

らをバイブルとして進めているところでご

ざいます。 

○議長（管野英美子君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  町長、結局町長が民間でおったというこ

とで、町長のキャリアを活かしてやってき

たということだと、今の答弁では思いまん

ねんけども、果たしてそれが住民本位の行

政に成り立ってんのんか。世間の評価はそ

うと違うと思うねんけど、町長自身は成り

立ってると思われてまんのか。答弁よろし

くお願いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  私がこれまで進めてきていることという

のは、民間のノウハウも含めて発揮をして

るというように理解をしておりますし、ま

だまだこれからも進めていきたいというよ

うに思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  この件はこれぐらいにおいといて、次に

教育改革の件でございますが、私は一昨年

の12月議会であったと思いますけれども、
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提案された２か所の小中一貫校を作る件に

ついて、条件付で賛成をいたしました。そ

れまでは一つの小中一貫校やったけども、

町長がこの東地区にも小中一貫校を作ると

いうことで条件付で賛成しましたけど、そ

の条件というのは、東地区に、西地区も一

緒やけども、人口を増加させる具体的な方

法を示してくださいと。それも12月の議会

やから３月までに示してくださいと、そう

いう条件付で賛成しました。しかし一向に

人は増えてない。その人口増加策も示され

てない。あなたが、町長が就任されたとき

から今日まで、人口何人減ってますか。ち

ょっと総務課。分かりませんか。約1,000人、

800人か900人減ってまんねや。４年前から

いうたら。町報にずっと書いてるけども、

増えたのが何回かあるけどもずっと減り続

けですわ。その人口増加策、一遍、これや

った、あれやったいうことを一遍言うてく

ださい。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ありがとうございます。人口の減少とい

うのはこれからも避けられないと思います。

ただ、我々としては総合計画の中に入れて

おりますけれども、転出人口と転入人口、

これが拮抗していく、これが最終的な目標

で、10年後は１万5,000人を目指していくと

いう形です。したがいまして、人口の構想

という部分を考えないといけませんけれど

も、例えば就任をいたしまして30年、元年

も含めて転入と転出の差、これ自身がやは

り150から160、この状態でございましたけ

れども、今の状況でいきますと転入転出約

60名、50名からということで、３分の１ま

で少しずつ減らしてきている。これがどん

な施策かということですけれども、私は一

番最初に取り組んだ教育改革、安心して学

校に通わせるその教育改革という部分が転

入者を増やしていくものだと、これを今ま

でも進めてきております。そのほか、たく

さん、カンフル剤はございませんので、空

き家対策それからいわゆる雇用創出のため

の農整備でありますとか、そういう部分も

含めてやってきたというところでございま

すので、一個ずつということをもしお求め

ならば答えさせていただきたいと思います

けれども、そういう施策の全体で、今、結

果として転入転出が拮抗状態まできてると

いうように思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  東地区に小学校、中学校一貫校を作ると

いうことで、人口を増やしてくれると。そ

の施策を言うてくれということで賛成しま

した。一つ聞きまっけども、去年１年間と、

今年も半年済んだけども、この東地区で子

ども何人生まれましたか。分かりまっか。

分かりませんか。ちょっと調べておいてく

ださい。もし子どもが減っていって、５人

や６人や10人までやったらね、それこそ。 

（発言する者あり） 

○12番（川上 勲君） 

  令和３年、６人やて。今年も10人はいか

んやろうね。ということは、ようことわざ

におまんがな。仏作って魂入れられずかな

んか、結局、小中一貫校東地区に作っても

ね、子どもおれへんかったら何にもなりま

へんわな。一つの例としてね、こないだテ

レビ見てると、あれ明石市でしたかな。子

ども、ごっつ人口増えて子どもも増えてる

みたいでんがな。何か牛乳か何か配ってん

のか。そういう市もありまんねや。豊能町

も特別に子どものためにこれすんねや、あ

れすんねやと、みんなが、わあ、そんなこ
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とやってるのかというような施策をしたら

子どもも増えまっせ。こんなええ町やねん

から。町長どない思われます。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  豊能町の魅力、いわゆる、私たちのとこ

ろに住んでいただくためにありとあらゆる

施策、その中で明石市というのはカンフル

剤として住居の、公営住宅から始まって、

そして子ども世帯に対してお生まれになっ

たらミルクの配付であるとか、きめ細かい

活動をされておられます。それは人口増と

いうことで財源が生まれ、そしてそれをう

まく回転させてるというところですので、

非常にプラスの効果が出ているというとこ

ろで、引っ越したいナンバーワンというよ

うな形で、子育て層の方々はそういう評価

をされているというところでございます。

我々として何が一番必要かといったときに

は、まずはお生まれ、子どもが出生という

ところで、今年度も含めまして４月以降、

全体で60名ぐらいだと思いますけれども、

東地区というのは残念ながら、先ほど６名

ということでございますけれども、少ない

人数かも分かりませんけれども、これまで

と比較をした場合でいくと、比較をすると

増えてきてる、多くなってきているという

ように存じます。 

○議長（管野英美子君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  町長、少ないかも分かりませんって、少

ないねんねや。６人でっせ。昔、私ら子ど

もの時分に私らの同級生が11人おりまして、

高山でね。そんでも高山、複式学級でした

んや。当然、ここで小中一貫校を作っても、

恐らく１年生から中学３年生まで一つのク

ラスできると思いますわ。そんなお金かけ

て建て直ししたりなにかする必要もありま

せんわ。やっぱり人口を増やす施策をする

ことが大事だと思いまっせ。そやから私、

毎回、子どもが生まれてから大学、高校卒

業して仕事するまで無償にせいと。所得制

限もなしにせいと。いつも議会のたびに言

うてますやろ。そういうことでみんなが、

豊能町へ行ったら子どもの教育にお金要ら

んなと。そういうことを、やっぱり豊能町

以外の人が考えたら私は人口増えると思い

ますわ。やっぱりみんなが、わあ、あんな

ことやっとんのかということをすることが

必要でっせ。そやのに、もう３年半もたつ

のに一向に人の数が減るばっかりで、現状

維持にならず増えもせん。そういう状態で

すわ。特に団塊の世代、我々がお亡くなり

になる時分になると、一遍に人口が減りま

すわ。そのことをよっぽど考えて、行政に

携わるトップは考えていかんと、トップと

して、リーダーとしての、私は値打ちがな

いと思いますわ。町長どないでっか。この

今の件について。ちょっと答弁してくださ

い。抽象的じゃなしに具体的に。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  具体的にということですけれども、まず

将来人口も含めた状態で頭の中に入れなが

らということで運営を進めます。将来の人

口比というところでいきますと、社人研が

作った内容から、我々として今現在の推移

がそれを上回るかどうか、日々を見ながら

進めているところです。今回の総合まちづ

くり計画もそのシミュレーションの状態で、

我々として10年先、１万5,000人を目指すた

めのそれぞれの施策、そういうものを網羅

をしているところでございます。カンフル
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剤はありませんけれども、一歩ずつその信

託に応えられるような状態のものを進めて

いるつもりでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  この町の選挙公報誌の中に、はっきりと

道の駅は白紙という具合に、撤回するとい

う具合に書かれておりまして、その中に、

農家のノウハウを活かす事業開発をすると

いう具合に書かれておりますけれども、道

の駅を廃止する代わりに農家のノウハウを

活かす事業開発をするということで理解し

てよろしいでっか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  私の公約のところは、道の駅、いわゆる

国土交通省が推奨してる24時間の駐車場か

ら始まって、その情報発信基地というとこ

ろ、その中にはたくさんの子育て支援施設

であるとか、そういうものが条件として入

ってます。したがって、そのものを作ると

いうところに対して莫大な経費がかかると

いうところでございます。したがって、そ

のものを撤回をしたわけで、道の駅の機能、

いわゆるチャレンジショップでありますそ

の農家、我々の東地区の基幹産業であるそ

の農業を守っていくというところで、志野

の里のもちろん支援もそうですけれども、

それよりも農地の集約を含めた状態でしっ

かりとした安定経営ができるという前提で

牧、高山の圃場整備をさせていただきなが

ら、同時に担い手を作っていくというとこ

ろで新規就農も含めて、そしてハウス園芸

であるとか鳥獣被害対策であるとか、それ

らを含めて安心して農業が営まれる、そう

いう農業振興をこれまでも務めてきたつも

りでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  道の駅にいろいろな条件が付いてるとい

うことを私はあんまり知りませんけどね。

道の駅そのものは国土交通省が土地を買う

てくれるわけですな、国で。そこを利用し

て農産物の販売とか、そういうものを建て

ていかないかんけども、道の駅でトイレだ

けは、トラックやなんか止まったり用を足

すのにそこを利用すると。だから基本的に

は国道の横でしか道の駅はできないという

ような条件は付いてますわね。私は道の駅

やったほうが町のためにはええと思います

し、志野の里の、曲がりなりにも今やって

まっけどもね、あこは出入りが危ないし、

結局そのことを利用してる農家の人は、い

ずれ近いうちに道の駅、広いところができ

るということを思って利用してはると思い

まっせ。そやけど町長がその道の駅をとっ

てしもうて、なくして、要らんというてや

ね、ほかのことを考えてしたらええけど、

今、全然、まだできてませんやろな。高山

と牧の圃場整備にしても、町長一回でも高

山に圃場整備しなはれと、こういうような

受益者負担がなしにできまっせということ

を、高山、牧やら一回でも来て説明されま

したか。答弁してください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  高山並びに牧の方々、これは大阪府のほ

うの圃場整備というところのものを、その

ものの活動そして法人化に向けた取組、そ

のものに対して激励もいたしておりますし、

それぞれの方々とお話はしているつもりで

ございます。住民説明会とかそういうレベ
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ルではありませんので、今現在はしっかり

と進めているというところになりますので、

それらを側面からそして主体の方々に対す

る支援をしっかりとしていくという状態で

ございます。 

○議長（管野英美子君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  今の圃場整備ですね。町長の就任時より

以前やと思うけどね。結局我々も知らんか

ってんけども、大阪府以外の都道府県は従

来の国が50％でっか。それから都道府県が

15％、あとの残りを執行する市町と受益者

が17.5ずつもつということで、従来の圃場

整備は進んできたという具合に認識をして

おりましたけれども、ある日にどこからか

私、聞いたんか知らんけどもね、大阪府が

従来の15％しかもたんと、そのあとの残り、

町と受益者の35％を全部町が持ってやって

いくのやということを聞いたからね。それ

はおかしいやないかいと。町長も維新なら

大阪府の知事も維新やから、職員の間では

決まったことは変えられんけども、政治判

断で、ちょっと町長、知事とかけ合うて、

豊能町のもつ分、もっと府にもってもらえ

ということを、私、言うて、その後は府も

改めて、府は何％かをもって、町が少のう

なりましたわな。それぐらいは町長が動い

てもうたことはあると思いまっけども、高

山へ来てどうのこうの、牧へ行ってどうの

こうのいうことは、私は記憶はございませ

んわ。やっぱり農業に力入れるんやったら、

もうちょっと目に見えた形でしてもらいた

い。全然見えてこないと私は判断しており

まんねん。 

  ほんで次に、東西の交通問題も、町のあ

れに出てましたわな。町長が、町の選挙公

約にたしか交通問題も書いてましたわな。

ほんでつい最近見てみたら、西地区で何か、

ぐるぐるぐるぐる３台の、10人乗りか９人

乗りか知らんの、ワンボックスで回るよう

なことを書いとったはずやけど、まちづく

りの部長、ちょっとそんなことおましたか。 

○議長（管野英美子君） 

  ＡＩオンデマンドですか。 

○12番（川上 勲君） 

  ありまっか。ちょっと答弁願います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  来年の２月ですね。１か月でＡＩオンデ

マンド交通といいまして、ワンボックスカ

ーを使いましてポイントを、おうちの近く

から買物ですとか病院とかに移動していた

だけるような方法をこれから取り組んでい

けないかということで、１か月間取り組も

うとしております。 

○議長（管野英美子君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  ３台でしたな、あれ。３台で移動、西地

区ぐるぐる回るバスでんな。それは今、間

違いおませんね、それは。間違いおまっか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  運行の状況については今、検討中でござ

いまして、大阪府の補助金を使いまして大

阪府と阪急バスと３者で行っていこうとし

ているところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  ３台かどうかを聞いてます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  失礼いたしました。３台でございます。 

○議長（管野英美子君） 
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  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  ということは、阪急バスが入るいうこと

は、無賃とはちゃうねんね。無賃やったら

別に大阪府、運用区も何も関係なしにやね、

無賃やったら勝手にできるのんちゃいまん

のか。ちょっとその辺、答弁願います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  今年度の１か月については無料でさせて

いただくこととしております。 

（発言する者あり) 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  ２年度間、実証実験させていただくとい

うことで、今年度についてはイベント的に

ＡＩオンデマンド交通というものはどうい

うものかというのを見ていただく機会にな

ればと考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  私もこの当初から、豊能町の交通問題始

まった何十年も前から、西地区をぐるぐる

回るバスと東地区をぐるぐる回るバスと、

ほんで東西結ぶ連絡のバスと、こういうふ

うにやったら簡単に済むやないかいって何

回でも言うとってんけどね。鉄道とか駅が

止まるとこ、阪急バスの止まるとこやった

らあかんとか、かんとか、止々呂美の病院

を利用してどうのとかやね、今まで来たけ

ど、今やっておるそのぐるぐる回るバスが

考え出されたわけですわ。誰が考えてもぐ

るぐる回ってぐるぐる回ってつないだら、

簡単なこっちゃ思いまっせ。それも有料や

ったらいろいろな制約あるけども、無料や

ったら何も制約おまへんが。住民乗るぐら

いのワンボックスでぐるぐる回ってみなは

れな。簡単に済むことですわ。私はそれが

必要や思いまっせ。それも今やっとできて、

交通問題もこれから解消するかも分からん

けどね。それも町長の在任にちゃんとする

っておっしゃってましたんや。それともう

一点。これ大事なこっちゃ。ダイオキシン

の処理。町長、所信表明にどない書いてる

いうたらね、処分は丁寧に説明を尽くした

上で、御意向をよく聞き、早期に最終処分

を実現します。早期に最終処分を実現する

と書いてるわけや。これダイオキシン、町

長、就任から今まで何か変わってまっか。

答弁願います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  公約の部分ですので、ちょっと一番最初、

交通の部分ですけれども、私は所信表明の

ところ、公約のところでは広域交通網を充

実させるというところで捉えてます。私が

就任してから、北大阪急行の延伸が２年延

びたというところでございますけれども、

その２年延びたところを目指して、阪急バ

スを含めてですが、千里中央まで行くバス

も含めて、そしてデマンド交通、そして今

現在取り組んでいるという実証実験になり

ますけれども、ＡＩオンデマンドで、これ

までのバス停以外のところでも停車ができ

る、そして住民に近い状態で乗り降りがで

きる、そういうものを目指して、今、実証

実験をしようとしているところです。 

  ダイオキシンにつきましては、当時も申

し上げておりましたけれども、低コストで

安全な処理というところがキーでございま

す。最終処分場として場所を設定をし、住

民の皆さんとの説明会もさせていただいた

というところです。残念ながら今で至りま

せんので、様々な御意見をお伺いをしなが
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ら、その御意向に沿えるような状態でこれ

までも検討してきたというところです。今

回はさらなる発展というところで、公共施

設の再編も含めて、そして過疎債も出てく

るというところでございますので、変化と

しては大きくなってますけれども、私たち

としては町の責任において最終処分場を作

り後世につないでいくと、この考え方は全

く変わっておりません。 

○議長（管野英美子君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  交通問題は、まだ今、試験的な段階です

よね。今、部長は来年の２月か３月か、い

うたら任期もう終わりまんがな。できてな

いよ、それも。私から言わしたら。ダイオ

キシンも、町長はいろいろ考えておられる

かしらんけども、一般の町民は何の変わり

もおまへんわ。ここ五、六年。あそこへ置

き出してから６年ほどたちまんのか。変わ

ってまへんがな。ほんで去年、一昨年か、

２年前に環境評価やりまんねん、井戸堀り

まんねん、しまんねんいうてやね、それも

せんと１年繰越し、今年も繰越しでね。さ

っき永並議員の質問で、２月の今年の予算

の決まってから８月まで、この間の議会ま

で、町長１回しか行ってはりまへんねや。

普通やったら死にものぐるいでも行きまっ

せ。それがトップちゃいまっか。全然、普

通我々見たら処理しようとされてない。私

は去年の８月、９月かの選挙の前まで、高

山に処理するとこあるから高山へ来なさい

いうて言うたことありますわ。一般質問で

も言いましたわ。ならば町長が来にくかっ

たら、維新の議員が４人もいてまんねや。

維新の議員誰かちょっと行ってきてくれと

頼んだら、もう事務所オッケーしてますさ

かい。止々呂美なんか関係ないとこですわ。

用意できまんねや。それも一つの手やで全

然動いてない。あんな看板ドーンと上がっ

たら、これはあかんわって判断するのがト

ップですわ。あの看板上げてあれおろすた

めにどないして余野の役員考えます。結局

考えたもんが、一旦出しなはれと。それか

ら話しましょいうことですわ。町長、それ

は町が出してもうたら、そんなもの二度と

ここへもってきまへんわ。私は塩川町長は

トップの器とちゃうと思いますわ。そのた

めにはもう即刻辞職、出しなはれ。来年の

２月待ってたら豊能町ますます悪なってま

う。わずか半年やけどね。今から辞表出し

て、また来年の２月立候補しなはれな。そ

のほうが豊能町のためになる。どないでっ

か、町長。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今、本町の施策に対して、課題を解決し

ながら進めているところでございます。今

そのものを投げ出すということではなくて、

任期中の中でしっかりと前に進める道筋を

つけていく、そういうことに最大限の努力

をしていきたいと思っておりますので、ど

うぞ御理解ください。 

○議長（管野英美子君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  もう、ちょっと言いたくないことでも言

いまっけどね。豊能町、今、朝でも昼でも

晩でも夕方でも、入ってくるとね、その雰

囲気がどうもどんよりしてる。そういう感

じがする、私は。ということは、町長は恐

らく裸の王様ちゃうかいなと思いますわ。

だからもう、施設組合でも問責決議やった

んやから、もう辞職して、この際辞職して、

もうどうせ来年の２月になったら辞めまん

のやろ、結局。立候補はされるかしらんけ
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ども、任期は来年２月ですわな。もう９、

10、11､12、１、２と、もう半年でんがな。

この半年というのは大事な時期ですわ。こ

の半年間で令和５年度の予算も大体立てま

んねやろ。だから、大事な時期やから、こ

の時期はやっぱり延ばさんと町長辞職して

次に備えはったほうが、私はええと思いま

すわ。もう答弁要りまへんけども。私はそ

ういう具合に思ってますので、よろしくお

願いをいたします。 

  以上で質問を終わります。 

○議長（管野英美子君） 

  以上で、川上勲議員の一般質問を終わり

ます。 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。本日はこれをもって散会いたし

ます。 

  次回は９月７日、午前９時30分より会議

を開きます。どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後１時55分 

 

 



 

 2－49 

本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 



 

 2－50 

  以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    令和  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員  ７番 

 

        同    ８番 

 

 

 

 

 


